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はじめに 
                           

 

このたび、令和 6 年度から 11 年度までを計画期間と

する「第 4 期長門市障害者プラン」を策定しました。障

害のある方もない方も、お互いに人格と個性を尊重し合

い、自分らしくいきいきと地域で生活できるよう、ビジョ

ンを持って、効果的に施策を展開して いきます。このた

びのプランには、条約が唱える、障害のある方の人権と尊

厳を尊重することの大切さを、基本目標に掲げています。 

障害者プランの策定にあたっては、アンケート調査や、推進会議、パブリックコメント、自

立支援協議会を通じて、 障害のある方やご家族、支援者の皆様から、大変貴重なご意見を

頂戴しました。熱心にご意見いただきました長門市障害者保健福祉推進会議、長門市障害者

自立支援協議会の委員の皆様をはじめ、当事者・関係団体の皆様、パブリックコメント※な

どを通じてご意見・ご提案をくださった多くの市民の皆様に厚く御礼申し上げます。 たく

さんの方々の意見を反映し、ご一緒に作り上げたこの障害者プランを道しるべに、長門市の

障害者福祉施策に全力で取り組んでいきます。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

 令和 6 年 3 月 

                      長門市長  

 

※パブリックコメントとは、市が計画等を策定するに当たって、その素案を広く市民の皆様に公表し、皆様から

寄せられた ご意見を案に取り入れることができるか検討するとともに、寄せられたご意見に対する市の考え方

とその検討結果を 公表する手続きのことです。  

 

 

 

市⾧写真 



 

 
 

 

目次 

第 1 章 計画の概要【障害者プラン・障害（児）福祉計画】 .............................. 1 

1 計画策定の趣旨 ......................................................................................... 1 

2 計画の策定方針 ......................................................................................... 2 

3 計画の基本理念 ......................................................................................... 5 

4 計画の施策体系 ......................................................................................... 7 

5 計画策定のプロセス .................................................................................... 8 

第 2 章 障害のある人の現状【障害者プラン・障害（児）福祉計画】 .................. 9 

1 人口・世帯の状況 ....................................................................................... 9 

2 障害のある人の状況 .................................................................................. 10 

3 難病患者の状況 ....................................................................................... 15 

4 障害のある人の医療の状況 ......................................................................... 16 

5 障害のある子どもの状況 ............................................................................ 17 

6 障害のある人の就労に関する状況 ................................................................. 19 

7 アンケート調査での意見 ............................................................................ 20 

8 指定障害福祉サービス事業所等の状況 ........................................................... 26 

第３章 施策の方向と主な取組【障害者プラン】 ............................................. 30 

1 障害への理解を深め、共に生きる社会の実現 ................................................... 30 

（１）障害理解と相互交流の促進 ................................................................ 30 

（２）差別の解消、権利擁護の推進.............................................................. 32 

（３）地域における福祉活動の充実.............................................................. 34 

2 自立生活を支える基盤整備 ......................................................................... 35 

（１）障害のある子どもへの支援の充実 ........................................................ 35 

（２）相談支援体制の整備 ......................................................................... 38 

（３）生活支援体制の整備 ......................................................................... 40 

（４）保健・医療提供体制の充実 ................................................................ 43 

3 地域で共に暮らせる、住みよい生活環境の整備 ................................................ 45 

（１）地域生活移行の推進・地域定着に対する支援 ......................................... 45 

（２）福祉のまちづくりの推進 ................................................................... 47 

（３）情報環境・意思疎通支援の充実 ........................................................... 49 

（４）安全・安心の確保 ............................................................................ 52 



 

 
 

 

4 自立と社会参加に向けた雇用・就労促進 ........................................................ 54 

（１）障害特性に応じた就労支援 ................................................................ 54 

（２）雇用の場の拡大 ............................................................................... 57 

5 個性と能力を発揮できる教育・社会参加 ........................................................ 59 

（１）障害者スポーツ・文化芸術活動の振興 .................................................. 59 

（２）教育支援の充実 ............................................................................... 62 

第 4 章 成果目標・障害福祉サービス等の必要量見込み【障害（児）福祉計画】 .... 64 

1 令和８年度の成果目標 ............................................................................... 64 

2 障害福祉サービス等の必要量見込み .............................................................. 71 

3 地域生活支援事業の実施に関する事項 ........................................................... 84 

4 自立支援給付等及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項 ...... 90 

第 5 章 計画の推進【障害者プラン・障害（児）福祉計画】 ............................ 93 

1 計画の推進体制 ....................................................................................... 93 

2 計画の評価と進行管理 ............................................................................... 94 

資料編 ...................................................................................................... 95 

1 地域の支援体制の整備状況 ......................................................................... 95 

2 用語説明 ................................................................................................ 98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

－本計画書についての注意事項－ 
1 各表・グラフの年度数値等については、特に記載のない場合は年度末現在のものです。 

2 各表の障害者とは、アンケート対象者の内 18 歳から 64 歳までの方をいい、障害児とは、18 歳未

満の方をいいます。 

3 各種率については、原則としてパーセント表示としています。また、表示未満を四捨五入しているた

め、内訳の合計が一致しない場合があります。 

4 各表の増減率は、令和５年度と令和元年度とを比較したものです。 

5 第 4 章の各表の数値について、令和 3～4 年度は実績の月平均、令和 5～8 年度は見込みの月平均数値です。 
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第 1 章 計画の概要 

1 計画策定の趣旨 

本市においては、平成３０年３月に策定した第Ⅲ期障害者プラン、令和３年３月に策定し

た第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画により、「障害の有無によって分け隔てられ

ることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」の実現に向けた取り組み

を進めてまいりました。 

この度、令和５年度に計画期間が終了することから、これまでの計画を継承し、課題解決

していないものについては、引き続き課題解決に向け取り組むとともに、障害者情報アクセ

シビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨を踏まえた新たな計画を策定するもので

す。 
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2 計画の策定方針 

（1）計画の位置付け 

この計画は、障害者基本法第 11 条第 3 項に定める「当該市町村における障害者のための

施策に関する基本的な計画」（市町村障害者計画）（以下「障害者プラン」という）と、障害者

総合支援法第 88 条に定める「市町村障害福祉計画」及び、児童福祉法の改正に伴い、同法

第 33 条の 20 で策定が義務づけられた「市町村障害児福祉計画」を一体として策定するも

のです。 

「障害者プラン」は、市における障害のある人に関連する施策・事業を全体的に把握し、

体系付けることで、障害がある人を取り巻く地域環境の整備を計画的に進めるとともに、市

民や事業者、各種団体が積極的な活動を行うための指針となる計画です。 

一方、「障害福祉計画及び障害児福祉計画」は、3 年を 1 期として策定する短期の計画で、

障害者プランの中の生活支援や雇用・就業等に係る施策の実施計画となります。 

また、国や県の計画、さらには、「第 4 次長門市地域福祉計画」などの他の諸計画との整合

性を図るとともに、「第２次長門市総合計画（後期計画）」における専門計画として位置付け

ます。 

■計画の位置付け 

障害者基本法 障害者総合支援法 児童福祉法 

障害者基本計画（第 5 次） 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等

の 

やまぐち障害者いきいきプラン 山口県障害福祉サービス実施計画 

第 7 期長門市障害福祉計画 

第 3 期長門市障害児福祉計画 

第
4
次
長
門
市
地
域
福
祉
計
画 

第
２
次
長
門
市
総
合
計
画 

後
期
計
画 

市の関係計画等 

国 

県 

市 第 4 期長門市障害者プラン 
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障害者基本法（第 11 条第 3 項） 

 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村に

おける障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な

計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

 

障害者総合支援法（第 88 条第 1 項） 

 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づ

く業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとす

る。 

 

児童福祉法（第 33 条の 20） 

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その

他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉

計画」という。）を定めるものとする。 

 

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法（基本理念要約） 

１． 障害の種類・程度に応じた手段の選択ができる 

２． どんな地域でも等しく情報取得等ができる 

３． 障害のない人と同一内容の情報を同一時点で取得できる 

４． 高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術活用を通じて行う 

（障害者基本計画等との関係） 

市町村が障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画を策定し又は変更する場

合には、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとする。 

 

総合計画とは 

地方自治体における行政運営の最上位計画であり、住民全体で共有する自治体の将来目標

や施策を示し、全ての住民や事業者、行政が行動するための基本的な指針となるものです。 

本市では、第 2 次総合計画（平成 29 年度～令和 8 年度）を策定し、本市が目指す将来像

とそれを実現するための施策の大綱・方針を明らかにしています。 

 

地域福祉計画とは 

誰もが住みなれた地域で、生きがいを感じながら、安らぎのある生活が送れるよう、地域

みんなで自分たちの住んでいるまちを暮らしやすくする仕組みを考え、取り組み、つくり上

げていく計画です。 

本市では、第 4 次地域福祉計画（令和 4 年度～令和 8 年度）を策定し、誰もが住みなれ

た地域で、安心して、健康で、生きがいをもって暮らすことを目指しています。 
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（2）計画の対象となる障害のある人（障害者）の定義 

障害者基本法第 2 条において、障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を

含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び

社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをい

う。」とし、社会的障壁とは、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁

となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」としています。 

障害者基本法の定義を踏まえ、この計画における対象者は、障害がある者であって、障害

及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人と

します。 

 

（3）計画の期間 

本計画のうち、障害者プランの計画期間は、「やまぐち障害者いきいきプラン（2024～

2029）」との整合性を図り、令和 6 年度から令和 11 年度までの 6 年間、障害福祉計画及

び障害児福祉計画の計画期間は、令和 6 年度から令和 8 年度までの 3 年間とします。 

 

■関連計画の期間一覧   

 

R3
(2021年）

R4
（2022年）

R5
（2023年）

R6
（2024年）

R7
（2025年）

R8
（2026年）

R9
（2027年）

R10
（2028年）

R11
（2029年）

国 障害者基本計画

障害者計画

前期計画

地域福祉計画 第3次地域福祉計画

障害者計画

障害福祉計画

障害児福祉計画

山口県障害福祉サービス実施計画

第6期障害福祉計画

（障害児福祉計画第2期）

第8期障害福祉計画

障害者計画（第4次） 障害者計画（第5次） 障害者計画（第６次）

県

やまぐち障害者いきいきプラン
（2018-2023）

やまぐち障害者いきいきプラン
（2024-2029）

障害福祉計画
（障害福祉計画第6期） （障害福祉計画第7期）

（障害児福祉計画第4期）

山口県障害福祉サービス実施計画

障害児福祉計画

第7期障害福祉計画

（障害福祉計画第8期）

（障害児福祉計画第3期）

長門市

総合計画
第2次総合計画 第３次総合計画

後期計画 前期計画

第2期障害児福祉計画 第3期障害児福祉計画 第4期障害児福祉計画

第4次地域福祉計画 第５次地域福祉計画

第Ⅲ期障害者プラン 第4期障害者プラン

計画
年度
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3 計画の基本理念 

（1）基本理念 

本市においては、第Ⅲ期障害者プラン第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画の基

本理念として、「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合

いながら共生する社会の実現」を目指し、障害者施策を総合的かつ計画的に推進してきまし

た。 

第 4 期障害者プラン第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画では、障害のある人の

権利や尊厳を重視し、社会的な包摂（インクルージョン）を推進し「基本理念：支えあい と

もに生きる 誰もが輝くまち 長門」を目指します。 

 

 

 

 

（2）基本的視点 

基本理念の実現に当たり、次の６つを基本的な視点とします。 

① 自己決定の尊重と意思決定の支援 

障害のある人が自らの決定に基づき社会に参加する主体としてとらえ、障害者施策の策

定及び実施にあたっては、アンケート調査などで本人や家族等の意見を聴き、その意見を

尊重します。 

また、本人が適切に意思決定を行い、その意思を表明することができるよう支援します。 

 

② 社会的障壁の除去 

障害のある人が平等な機会とアクセスを持つために、さまざまな障壁や障害を取り除く

取り組みに努めます。これには、事物、制度、慣行、観念等の要因に関連する差別や不平等

の克服を進め、社会に参加しやすい意識改革や環境等の整備に努めます。 

 

 

支えあい ともに生きる 誰もが輝くまち 長門 
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③ 情報アクセシビリティの向上 

障害のある人が、社会を構成する一員として、社会、経済、文化等あらゆる分野の活動

に参加するためには、必要とする情報へのアクセシビリティの向上やコミュニケーション

手段の充実が重要であり、情報の取得利用・意思疎通に関する施策の推進に努めます。 

 

④ 当事者本位の総合的・分野横断的な支援 

障害のある人の自立と社会参加の支援という観点から、各ライフステージを通じて適切

な支援を受けられるよう、教育、福祉、医療、雇用等の関係機関等との連携により施策を

総合的に展開し、切れ目のない支援が行えるよう努めます。 

 

⑤ 障害特性等に配慮した支援 

障害者施策は、障害特性、障害の状態、生活実態等に応じて実施します。また、複合的に

困難な状況に置かれた人に対しては、きめ細かい配慮による支援が求められることに留意

します。 

 

⑥ 総合的かつ計画的な取組の推進 

国や県と連携し、また障害者施策に関する他の施策や計画等との整合を図り、総合的な施

策展開に努めます。
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4 計画の施策体系 
 

本計画では、「やまぐち障害者いきいきプラン（2024～2029）」との整合性を図るため、

以下の 5 つの施策分野ごとに、基本的な推進方向と主な取り組みを定めます。 

 

基本理念 施策分野 基本的な推進方向 

支
え
あ
い 

と
も
に
生
き
る 

誰
も
が
輝
く
ま
ち 

長
門 

１ 障害への理解を深め、

共に生きる社会の実現 
（１） 障害に対する理解と相互交流の促進 ○重  

（２） 差別の解消、権利擁護の推進  

（３）地域における福祉活動の充実 

２ 自立生活を支える基

盤整備  

 

（１） 障害のある子どもへの支援の充実 ○重  

（２） 相談支援体制の整備  

（３） 生活支援体制の整備 ○重  

（４） 保健・医療提供体制の充実  

３ 地域で共に暮らせる、

住みよい生活環境の整

備 

（１） 地域生活移行・地域定着に対する支援  

（２） 福祉のまちづくりの推進  

（３） 情報環境・意思疎通支援の充実 ○重  

（４） 安全・安心の確保  

４ 自立と社会参加に向

けた雇用・就労促進  
（１） 障害特性に応じた就労支援 ○重  

（２） 雇用の場の拡大  

５ 個性と能力を発揮で

きる教育・社会参加  
（１） 障害者スポーツ・文化芸術活動の振興 ○重  

（２） 教育支援の充実 



 

8 
 

5 計画策定のプロセス 

計 画 の 策 定 に あ た り 、次 に 掲 げ る 方 法 等 に よ り 、障 害 福 祉 関 係 者 、学 識 経 験

者 、 市 民 の 参 画 を 求 め 、 幅 広 い 意 見 の 聴 取 に 努 め ま し た 。  

 

○ 障 害 の あ る 人 の 現 状 や 本 人 、そ の 家 族 な ど が 抱 え る ニ ー ズ や 意 向 な ど を 把 握

す る た め 、令 和 4 年 １ ２ 月 に「 ア ン ケ ー ト 調 査 」を 行 い 、プ ラ ン 策 定 の 基 礎

資 料 と し ま し た 。  

 ア ン ケ ー ト の 実 施 状 況 に つ い て は 、 以 下 の と お り で す 。  

 

ア ン ケ ー ト 全 体  調 査 対 象 者 933 人 中 390 人 が 回 答（ 回 答 率 41.8％ ）

内訳 ① 障 害 者 手 帳 所 持 者 （ 18 歳 ～ 64 歳 ）  

・ 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 受 給 者 （ 在 宅 者 ）  

・ 特 定 医 療 費 （ 指 定 難 病 ） 医 療 受 給 者 証 所 持 者  

・ 自 立 支 援 医 療 （ 精 神 通 院 医 療 ） 受 給 者  

➢  調 査 対 象 者 807 人 中 345 人 が 回 答 （ 回 答 率  42.7％ ）  

② 障 害 者 手 帳 所 持 者 （ 18 歳 未 満 ）  

・ 児 童 通 所 サ ー ビ ス 受 給 者  

➢  調 査 対 象 者 126 人 中 45 人 が 回 答  （ 回 答 率  35.7％ ）  

 

○ 障 害 者 団 体 や サ ー ビ ス 事 業 所 を 対 象 に 、令 和 4 年 12 月 に「 ア ン ケ ー ト 調 査 」

を 行 い 、 計 画 策 定 の 基 礎 資 料 と し ま し た 。  

 

○ 障 害 福 祉 関 係 者 、学 識 経 験 者 、市 民 の 参 画 を 求 め 、長 門 市 障 害 者 保 健 福 祉 推

進 会 議 を 3 回 開 催 し 、 幅 広 い 意 見 の 反 映 に 努 め ま し た 。  

 

○ 長 門 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 と の 調 和 を 図 る こ と や 、 他 の 関 係 部 局 、

関 係 機 関 と の 綿 密 な 連 携 を 図 る 必 要 が あ り ま す 。こ の た め 、長 門 市 障 害 者 自

立 支 援 協 議 会 の 下 部 組 織 で あ る 専 門 部 会 に お い て 、障 害 の あ る 人 の よ り 詳 細

な 実 態 及 び サ ー ビ ス 需 要 の 把 握 、関 係 機 関 の 実 務 者 レ ベ ル で の 意 見 調 整 を 図

り ま し た 。  

 

○ 市 民 ニ ー ズ を 十 分 に 踏 ま え な が ら 多 様 な 意 見 を 反 映 さ せ る た め 、プ ラ ン に 対

す る パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト を 令 和 5 年 12 月 か ら 令 和 6 年 1 月 ま で 実 施 し ま

し た 。
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第 2 章 障害のある人の現状 

1 人口・世帯の状況 

本市の人口の推移をみると、令和５年 4 月 1 日現在の総人口は 31,328 人となり、令和

元度から令和 5 年度にかけて 7.8％の減少となっています。 

その中でも、18 歳未満の人口については、13.3％の減少となっており、少子化が加速し

ていることが伺えます。 

一方で、65 歳以上の高齢者人口の減少率は、1.9％とわずかですが、構成比では 44.8％

と上昇し続けており、県と比較しても高齢化の進行が顕著になっています。 

障害者手帳所持者数については、令和元年度以降、減少傾向にありますが、総人口

に対する割合にあまり変化はありません。 

 

■人口構成と高齢化率                                単位：人、世帯 

  
令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

増減率

（％） 

総人口 33,969 33,366 32,819 32,031 31,328 △7.8 

18 歳未満 3,994 3,872 3,746 3,592 3,461 △13.3 

18～64 歳 15,691 15,163 14,797 14,258 13,848 △11.7 

65 歳以上 14,284 14,331 14,276 14,181 14,019 △1.9 

世帯数 15,987 15,905 15,890 15,633 15,562 △2.7 

市高齢化率

（％） 
42.1 43.0 43.5 44.3 44.8  

県高齢化率

（％） 
34.3 34.7 35.0 35.2   

市障害者手帳 

所持者 
2,483 2,382 2,305 2,323 2,204 △11.2 

市障害者手帳 

所持者の割合 
7.3 7.1 7.0 7.3 7.0  

長門市住民基本台帳人口（4月 1日）による    県高齢化率は山口県推計人口（１０月 1日現在）による 
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2 障害のある人の状況 

（1）障害者手帳の交付状況 

令和５年 4 月 1 日現在、本市の障害者手帳所持者数は 2,204 人となっており、令和元年

度から令和５年度にかけて 279 人、11.2％の減少となっています。 

■障害者手帳所持者数（障害種別）                           単位：人 

 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5 年度 
増減率

（％） 

身体 1,787 1,714 1,666 1,644 1,551 △13.2 

知的 363 340 338 347 336 △7.4 

精神 333 328 301 332 317 △4.8 

合計 2,483 2,382 2,305 2,323 2,204 △11.2 

 4 月 1 日現在 

（2）身体障害者手帳の交付状況 

令和 5 年 4 月 1 日現在、本市の身体障害者手帳所持者数は 1,551 人で、令和元年度から

令和 5 年度にかけて 236 人、１3.2％の減少となっていますが、高齢になるほど身体障害の

割合（80.5％）が高い傾向については、今までと変わりありません。 

■身体障害者手帳所持者の年齢階層別                            単位：人 

 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5 年度 
増減率

（％） 

18 歳未満 18 19 20 19 17 △5.6 

18～64 歳 342 314 307 295 285 △16.7 

65 歳以上 1,427 1,381 1,339 1,330 1,249 △12.5 

合計 1,787 1,714 1,666 1,644 1,551 △13.2 

4 月 1 日現在  

■身体障害者手帳所持者の等級別構成                           単位：人 

 
令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5 年度 

増減率

（％） 

１級 574 558 549 526 501 △12.7 

２級 233 229 217 216 199 △14.6 

３級 345 327 312 317 297 △13.9 

４級 465 433 421 419 397 △14.6 

５級 85 86 82 83 77 △9.4 

６級 85 81 85 83 80 △5.9 

合計 1,787 1,714 1,666 1,644 1,551 △13.2 

 4 月 1 日現在 
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■身体障害者手帳所持者の障害種別構成                     単位：人 

 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4 年度 令和 5 年度 
増減率

（％） 

視覚障害 139 141 134 136 129 △7.2 

聴覚・平衡

機能 
123 110 114 111 102 △17.1 

音声・言

語・咀嚼 
26 23 23 23 23 △11.5 

肢体不自由 930 883 828 780 729 △21.6 

内部障害 567 555 564 591 565 △0.4 

その他 2 2 3 3 3 50.0 

合計 1,787 1,714 1,666 1,644 1,551 △13.2 

4 月 1 日現在 

 

■身体障害者手帳の部位別、手帳等級別の分布                                 単位：人 

 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 合計 

視覚障害 41 56 6 4 13 9  129 

聴覚障害 5 22 25 20  30  102 

平衡機能   4  0   4 

音声・言

語・咀嚼 
  14 9    23 

肢体 

（上肢） 
35 96 65 39 14 10 11 270 

肢体 

（下肢） 
7 19 70 240 43 17 7 403 

肢体 

（体幹） 
16 18 14  8   56 

運動機能 15 4 0 2 1 0 0 22 

心臓機能 211  71 41    323 

腎臓機能 101  7 0    108 

呼吸器機能 3  9 1    13 

膀胱、直腸

機能 
2  6 84    92 

肝臓機能 2 0 0 1    3 

その他 2 1 0 0    3 

合計 440 216 291 441 79 66 18 1,551 

4 月 1 日現在 
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（3）療育手帳の交付状況 

令和 5 年 4 月 1 日現在、本市の療育手帳所持者数は 336 人となっており、令和元年度か

ら令和５年度にかけて 27 人、7.4％の減少となっています。  

 

■療育手帳所持者の年齢階層別                               単位：人 

 
令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5 年度 

増減率

（％） 

18 歳未満 45 43 48 49 44 △2.2 

18～64 歳 241 222 221 223 217 △10.0 

65 歳以上 77 75 69 75 75 △2.6 

合計 363 340 338 347 336 △7.4 

                                       4 月 1 日現在 

 

■療育手帳所持者の障害程度別構成                          単位：人 

 
令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5 年度 

増減率

（％） 

A 146 140 133 137 130 △11.0 

B 217 200 205 210 206 △5.1 

合計 363 340 338 347 336 △7.4 

                                        4 月 1 日現在 

 

 

 

 

 

 

  

療育手帳とは、知的障害児・者に交付される障害者手帳で、知的障害のある人が一貫した療育・

援護を受けられるよう、さまざまな制度やサービスの利用をしやすくすることを目的にしていま

す。 

療育手帳は都道府県・政令指定都市によって交付されるもので、自治体によって判定区分の呼び

名や、判定基準が異なります。 

山口県では、障害の程度により A（重度）と B（その他）があります。 
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（4）精神障害者保健福祉手帳の交付状況 

令和５年 4 月 1日現在、本市の精神障害者保健福祉手帳所持者数は 317 人となっており、

令和元年度から令和５年度にかけて 16 人、4.8％の減少となっています。  

 

■精神障害者保健福祉手帳所持者の年齢階層別                        単位：人 

 
令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5 年度 

増減率

（％） 

18 歳未満 7 5 9 10 8 14.3 

18～64 歳 215 210 188 209 206 △4.2 

65 歳以上 111 113 104 113 103 △7.3 

合計 333 328 301 332 317 △4.8 

4 月 1 日現在 

 

■精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別構成                       単位：人 

 
令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5 年度 

増減率

（％） 

１級 85 77 74 75 69 △18.8 

２級 184 187 161 183 173 △6.0 

３級 64 64 66 74 75 17.2 

合計 333 328 301 332 317 △4.8 

                                             4 月 1 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「精神障害者保健福祉手帳」は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、 

等級は精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1 級から 3 級まであり

ます。 

手帳の有効期限は２年間であって、手帳の交付を受けた者は、２年ごとに、障害等級に定める精

神障害の状態にあることについて、知事の認定を受ける必要があります。 
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（5）発達障害の状況 

発達障害者支援法では、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障

害、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤ/ＨＤ）、その他これに類する脳機能の障害

であってその症状が通常低年齢において発現するもの」としています。 

発達障害者(児)数については、統計的な資料がないため正確な把握はできていない状況で

すが、文部科学省が令和 4 年に実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特

別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」において、学習面又は行動面で著しい

困難を示すとされた児童生徒の割合は推定値 8.8％とされています。これは平成 24 年の調

査結果 6.5%から 2.3%増えています。 

本市に換算すると児童生徒数（令和 5 年 5 月 1 日現在）1,906 人中 168 人と推定され

ます。 

 

本市においては、令和 5 年度に障害児通所支援を利用している 133 人のうち〇人

に発達障害（疑いを含む）があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（政府広報オンラインより） 
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3 難病患者の状況 

令 和 5 年 3 月 31 日 現 在 、 指 定 難 病 に か か る 特 定 医 療 費 （ 指 定 難 病 ） 医 療 受

給 者 数 は 355 人 で あ り 、 令 和 元 年 度 か ら 令 和 4 年 度 に か け て 32 人 、 9.9％ の

増 加 と な っ て い ま す 。  

特 定 医 療 費（ 指 定 難 病 ）の 対 象 疾 患 は 、令 和 3 年 11 月 に 333 疾 患 か ら 338

疾 患 に 拡 大 さ れ ま し た 。  

な お 、障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 の 対 象 と な る 疾 患 に つ い て は 、特 定 医 療 費（ 指 定 難

病 ）よ り 対 象 範 囲 が 広 く な っ て お り 、令 和 3 年 11 月 か ら 366 疾 患 が 対 象 と な

っ て い ま す 。  

 

■特定医療費(指定難病)医療受給者数                       単位：人 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和 4 年度 

増減率

（％） 

受給者数 323 329 361 355 9.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「難病」とは、医学的に明確に定義された病気の名称ではなく、原因不明、治療方法未確立であ

り、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病です。 

「指定難病」とは、難病の中で客観的な診断基準が有り、患者数が国の人口の 0.1％に達していな

い疾病のことで、指定難病対象者には、治療方法の確立等に資するため、難病患者データの効率的

な収集と治療研究に加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経

済的な負担軽減のための医療費助成制度があります。 
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4 障害のある人の医療の状況 

（1）自立支援医療の状況 
 総人口が減少している一方で、自立支援医療受給者数は大きな増減はありません。 

■自立支援医療受給者数                                     単位：人 

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

更生医療（透析） 114 126 106 106 

更生医療（肢体） 10 8 13 3 

更生医療（心臓） 20 28 29 28 

更生医療(その他) 6 6 7 10 

育成医療 22 5 9 8 

精神通院 489 476 510 509 

合計 661 649 674 664 

精神通院は、年度末現在。更生医療、育成医療は年間申請数 

 

 

 

 

 

 

（2）重度障害者福祉医療の状況 

重度障害者福祉医療とは、重度障害者の方の医療について、医療費の自己負担額を軽減す

る公費負担医療制度です。月平均利用人数、一人当たりの医療費ともに減少傾向にあります。 

 

■重度障害者医療受給者数と医療費                            単位：人、円  

令和元年度 令和 2年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

月平均人数 1,272 1,204 1,173 1,136 

月平均一人当たり 

の医療費 
13,978 13,158 13,523 12,986 

自立支援医療の各制度について 

●更生医療：身体障害のある人が、身体上の障害を軽減・除去し、日常生活を容易にするため、

医療が必要なときに費用が助成されます。  

●育成医療：障害のある子どもが、身体上の障害を軽減・除去し、日常生活を容易にするため、

医療が必要なときに費用が助成されます。  

●精神通院医療：精神障害のある人の通院医療を促進し、かつ適正医療を普及させるため、医療

が必要なときに費用が助成されます。 
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5 障害のある子どもの状況 

（1）就学前の状況 

令和４年度末現在、市内の公立・私立保育所・認定こども園 12 ケ所のうち 6 ケ所で障害

児保育を実施しています。在籍児童数が大幅に減少している一方で、在籍障害児の割合は、

令和元年度から令和 5 年度にかけて 1.2％上昇しています。 

 

■保育園在籍児童数・在籍障害児数                           単位：人  

令和元年度 令和 2年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

在籍児童数 519 491 464 438 398 

うち在籍障害児数 21 22 31 25 21 

在籍障害児割合 4.0 4.5 6.7 5.7 5.2 

５月１日現在 

 

（2）特別支援学級・総合支援学校・ことばの教室の状況 

在籍児童・生徒の状況では、小・中学校とも情緒が多く、次いで知的となっています。 

18 歳未満の人口は、他の年代に比べ減少率が大きくなっていますが、特別支援学級の在籍

児童数は、令和 2 年度から令和５年度にかけて 15.0％増加しています。 

また、ことばの教室に通級している中学生も年々増加しています。 

 

■特別支援学級在籍児童・生徒数                     単位：人 

 
令和 2年度 令和 3年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 

知的 17 19 23 15  26  13 31 12 

情緒 47 21 46 21  52  26 50 24 

難聴・ 

言語 
2 0 3 0  3  0 5 0 

肢体 0 1 0 1  0  0 0 0 

病弱 0 0 1 0  1  0 1 0 

小計 66 41 73 37  82  39 87 36 

合計 107 110 121 123 

  ５月１日現在 

 



 

18 
 

■長門市内の萩総合支援学校在学児童・生徒数                 単位：人 

年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3 年度 

小中高

別 

小学部 中学部 高学部 小学部 中学部 高学部 小学部 中学部 高学部 

14 7 18 13 6 17 13 5 15 

計 39 36 33 

 

年度 令和 4年度 令和 5年度 

小中高

別 

小学部 中学部 高学部 小学部 中学部 高学部 

14 6 15 13 5 16 

計 35 34 
５月１日現在 

 

 

■「ことばの教室」に通級している児童・生徒数                単位：人  

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

小学生 79 77 73 65 79 

中学生 14 27 32 44 49 

５月１日現在 

 

 

 
 

 

 

  

ことばの教室（通級指導教室）について 

通常の学級に在籍する、比較的軽度の障害がある児童生徒に対して、障害の状態に応じて特別

な指導を行うための教室です。  
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6 障害のある人の就労に関する状況 

（1）求職・就職の状況 

公共職業安定所における長門管内の登録状況をみると、令和 4 年度は、求職活動を中断し

ている方が倍増しています。 

 

■障害者の公共職業安定所登録状況〔障害種別〕                単位：人  

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4 年度 

有
効
求
職
者 

就
業
中
の
者 

保
留
中 

有
効
求
職
者 

就
業
中
の
者 

保
留
中 

有
効
求
職
者 

就
業
中
の
者 

保
留
中 

有
効
求
職
者 

就
業
中
の
者 

保
留
中 

身体 30 53 12 38 49 12 39 56 11 32 56 19 

知的 16 35 1 17 34 1 20 34 1 9 35 14 

精神 29 34 8 30 36 8 39 37 8 45 37 7 

その他 3 9 1 4 7 1 8 7 1 4 6 2 

小計 78 131 22 89 126 22 106 134 21 90 134 42 

合計 231 237 261 266 

                
※有効求職者…登録者の内現在仕事を探している方。就業中の者…実際に働いている方。保留中…登録中だが職探しを中断して

いる方であり、登録すると本人から削除依頼がない限り 65 歳まで登録される。 

 

■障害者雇用率                              単位：箇所、人 

 
令和元年度 令和 2年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

企業数 48 48 51 49 

萩・長門管内 

雇用障害者数 
149 161 154.5 142 

萩・長門管内 

実雇用率（％） 
2.74 2.92 2.77 2.61 

県実雇用率（％） 2.59 2.61 2.60 2.68 

国実雇用率（％） 2.11 2.15 2.20 2.25 

           各年 6月 1日現在 

※萩・長門管内の雇用障害者数は、身体障害者・知的障害者・精神障害者の合計者数。フルタイムの場合は 1 人、パート等

（週 20H～30H）は 0.5 人、重度障害者（身体障害者手帳 1 級～2 級所有者）でフルタイムの場合は 2 人、重度障害者でパ

ート等（週 20H～30H）は 1 人でカウントされる。  
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7 アンケート調査での意見 

（1）取組が弱いと思われる事業 

相談支援 
相談を気軽にできる場所が少ない 

事業所・支援相談員を増員してほしい 

就労支援 

就労（Ａ型、Ｂ型）事業所が少ない 

就労移行支援事業がない  

就労のためのスキルアップ事業（Ａ型や就労移行事業所等） 

障害者が少しでも働くことができる場所を増やしてほしい 

権利擁護 成年後見普及啓発事業 

日中活動系サービス 生活介護事業（通所） 

医療的ケア児等支援 
医療的ケア児・者に対する支援 

医療的ケアが必要な人の利用できる生活介護や施設がない 

障害児に対する 

サービス 
放課後等デイサービスなどの児童受入れ施設が少ない 

居住支援 グループホームが少ない 

その他 

需要と供給等の調査にあったサービスが必要 

サービスの数を増やすというより、今あるサービスをどのように有

効活用していくかが重要と考える 
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（2）見直すべき事業 

社会参加 
長門市身体障害者スポーツ大会は、参加者の状況をふまえ、競技等

の見直しが必要。参加できなくても応援でも楽しめる工夫が必要。 

居住支援 グループホームが少ない 

権利擁護 成年後見普及啓発事業 

自立支援協議会 

自立支援協議会の見直しの提案として、民生委員さんや民間企業、

地域の自治会、一般の見識者を含め地域ケアシステムの構築に向け

た取り組みをもっと具体化していくことが必要ではないか 

相談窓口 
高齢者（介護保険法）と障害者（総合支援法）を一本化することで

相談窓口が縮小できると良いと思う 

医療的ケア児等支援 医療的ケア児、者が利用できる施設がない 

障害児に対する 

サービス 

放課後等デイサービスなどの児童受入れ施設が少ない 

放課後等デイサービスは、利用者の需要に対して、供給が追い付い

ていない 

放課後等デイサービス事業を必要としている日数利用できない 

日中活動系サービス 

通所及び送迎のある生活介護事業所が少ない 

市内に生活介護事業所があるが、制限があって利用したい人が利用

できていない 

日中一時やこどもの短期入所を利用できる施設がない 
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（3）今後必要と思われる事業 

相談支援 相談支援専門員の力量、それを発揮できるサポートづくり 

居住支援 

身体障害者が利用できるグループホーム（バリアフリー） 

身体障害者が利用できる市営住宅（バリアフリー） 

車いすの人が地域移行するためにお試しができる住居 

住宅（アパート）型のグループホーム（日中の過ごし方は自由、就

労、生活介護などの利用） 

グループホーム・ケアホームの増設 

就労支援 

長門市の大きな企業にＡ型事業所を持ってもらいたい 

就労Ａ型に関する事業 

就労移行支援に関する事業 

障害者が就労できる場所を増やしてほしい 

その他の生活支援 

ひきこもりや閉じこもりの把握をしてほしい 

乳幼児期から一貫した療育支援システム 

住み慣れた住まいで生活が継続できる福祉的支援の充実 

自立訓練に関する事業 

タクシー事業 

児童発達支援 児童発達支援事業所を増やすべきでは 

障害児サービス 

障害がある児の預かり先（児童クラブなど） 

児童が利用できる短期入所を行う事業所 

療育につながるまでのフォローアップ体制（年中や年長で療育につ

ながるケースで、就学までに支援ができる期間が限られる） 

医療的ケア児等支援 

安心・安全が確保された福祉サービスと医療的ケアが一体化した支援

体制 

医療的ケア児が利用できる福祉サービスの充実 

日中活動系サービス 
生活介護に関する事業 

土日祝も利用できるような日中一時支援事業などが必要 

身元保証 保証人が見つからない場合などの身元保証サービス 
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（4）本人からの声 

生活面 

一人で生活できるかな 

自宅で家族と一緒に過ごしたい 

買い物をする場所や医療機関が遠い 

一人になった時の生活が不安 

周囲がうるさく、近所トラブルもある 

住む場 
建物の老朽化や部屋や廊下に段差などが多く住みにくい 

グループホーム等の住む場を整備してほしい 

経済面 
収入が少ない 

金銭面での不安 

就労面 

雇用先を増やしてほしい 

重度の障害で、働けない 

自分に合った内容の仕事がない 

対人関係 
職場内の人間関係が難しい 

友人との関係がうまくいかない 

高齢化 

高齢者向けの施設をつくってほしい 

高齢化で要介護２や３程度になった時の受け入れ先があるか不安 

高齢者にやさしいまちづくりをしてほしい 

余暇 

運動するだけでなく、安らぐことのできる自然豊かな公園が欲しい 

外に出れなく、娯楽がない 

以前のように、いろいろな場所に行き、飲食やカラオケがしたい 

休日でも楽しく過ごせる施設が欲しい 

病気・障害について 
病気の状況で仕事に就けなく、やりたいこともできない 

病状が安定しないこと 

移動面 駅やバス停までの距離が遠い 

その他 

希望しても、利用できない 

他市まで行く必要がある 

職員の異動や学校の変化など 4～6月は不安 

中学生以上が通えない事業所が多いため、楽しめるようにしてほしい 
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（5）家族からの声 

親亡き後 いなくなった後、施設入所できるか不安 

本人の居住地につ

いて 

一人暮らしをしてなにかあったら困る 

将来的には入所を考えているが、自分が面倒を見ることができる間

は、一緒に暮らしたい 

人間関係 独居の場合、近所との関係性が不安 

親自身の高齢化 高齢になり、本人の面倒がみれない 

親自身の健康面 体調不良時、自分自身が治療を受けられず困っている 

就労面 将来、グループホームから事業所に通いたい 

施設入所支援 

親亡き後に安心して暮らせるグループホームがほしい 

日曜日にヘルパーの利用ができないため、入所させたいが、生活が

成り立たない 

医療費助成 助成の幅を拡充してほしい 

保護者の繋がり 

保護者同士の交流の場を設けているが、平日の開催となっており、

フルタイムで働く保護者の参加が難しい 

参加者が固定されているため、参加しづらいな 

障害児支援 

市内にないサービスを希望する場合は、市外・県外に行くしかない

のか 

障害にわたる一貫したサービスがほしい 

サービス終了後が不安。気軽に相談できる場所がほしい 

遠方だと送迎も難しく、また、利用希望通りにならない 

子どもの短期入所 子どものショートステイを利用したい 

家族支援 

自分の時間が欲しい 

仕事の都合等があるため、放課後等デイサービスや日中一時支援の

利用日数を増やしてほしい 

余暇支援 
日中、楽しく過ごしてほしい 

しっかり運動させたいな 

学校 学校へ行きたがらないことがある 
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（6）事業所からの声 

事業所経営（運営） 

安定した作業収益で工賃を増やしたい 

新型コロナウイルスの関係で、お休みされる利用者が多いため、自立

支援給付金の減少が不安 

通所で生活介護を行う事業所が１つのため、ニーズがある間は継続し

たい 

障害者支援 

身寄りがおらず、利用者の身元保証人の問題がある 

成年後見人制度の利用を検討したいが、申立人や預貯金に不安がある 

支援できる家族が同居している場合、家族からの要望と支援の必要性

との整合性を図ることが難しい場合がある 

市内に希望する福祉サービスの事業所が少なく、送迎がないなど、希

望通りのサービスが利用できない 

家族支援 
高齢になっており、家族以外の協力が得られない可能性が高く、緊急

時の対応に苦慮する 

人材確保・人材育

成 

人材不足 

利用者に合わせた支援を行なうことが難しい 

相談支援 当事者の集まりが少なく、気楽に過ごせる場所がない 

連携 
連携機関によって、協力差があり、他機関や地域の人の力が必要 

人事異動等で、関係性を最初から作る必要がある 

障害児支援 

児童クラブが利用できなくなった後、放課後や長期休暇の過ごし方が、

家族は仕事をしているため、放課後等デイサービスが希望通り使えて

いないのではと不安がある 

障害のある子ども達が、安心して過ごせる場所を確保してほしい 

県内に専門医や心理士が少なく、通院に時間がかかり、受診頻度や相

談時間に満足が得られない 

就労 65 歳以上の就労ができるようにしてほしい 

移動 
常時車椅子が乗れる低床バスや、市内にサイズの大きい車椅子、スト

レッチャーに対応した介護タクシーがあるとよい 

周知 合理的配慮の周知について 
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8 指定障害福祉サービス事業所等の状況 

市内及び近隣市の各事業所における、長門市受給者の状況です。 

 

 

  

施設名 所在地
利用

実人数

ヘルパーステーションしあわせ長門 長門市 12

ゆもと苑指定訪問介護事業所 長門市 7

長門市社協ゆや居宅介護事務所 長門市 2

訪問介護ステーションすこやか 長門市 13

障害者支援センターゆうゆう 長門市 15

湯免清風園 長門市 20

障害者支援施設あけぼの園 長門市 29

福祥苑 長門市 22

萩市障害者支援施設さんみ苑 萩市 11

障害者支援施設しんわ苑 萩市 2

香生の里 萩市 3

ライブリーあそかの園 美祢市 2

日の山のぞみ苑 宇部市 1

なごみの里 下関市 1

なごみの里　ありどみ 下関市 2

安岡苑 下関市 1

下関幸陽園 下関市 1

るりがくえん 山口市 2

山口秋穂園 山口市 1

ひらきの里 山口市 4

あした 宇部市 2

鼓澄苑 周南市 1

山口コロニー授産所 防府市 1

グリーンヒル山陽 山陽小野田市 1

広島ひかり園まごころ 広島県 1

清流の郷 大分県 1

ほっとホーム一歩社 下関市 1

とまり木 山口市 2

ハローフレンズ 萩市 3

ドリームスクール・はぎ 萩市 3

就労移行支援 ドリームスクール・はぎ 萩市 2

サービス種別

訪
問
系

サ
ー

ビ
ス

居宅介護

日
中
活
動
系
サ
ー

ビ
ス

生活介護

自立訓練
（生活訓練）
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施設名 所在地
利用

実人数

きっちんセンターともの園 美祢市 4

サンクスラボ・下関オフィス 下関市 1

ふたば園成人部 萩市 3

あいりす 萩市 2

ハピネスさざんか 長門市 31

就労継続支援施設　キュアポート 長門市 20

障害者支援センターゆうゆう 長門市 4

長門福祉作業センター 長門市 28

友愛センター 長門市 24

多機能型事業所なごみの里 下関市 1

障害福祉サービス事業所安岡苑 下関市 5

多機能型事業所はーとあーす勝谷 下関市 1

ふしのエコ事業所 山口市 1

るりワークス 山口市 1

ハローフレンズ 萩市 1

だいだい 萩市 1

あねもね 萩市 3

あそかの園 美祢市 7

ワークあけぼの 山陽小野田市 1

山口コロニーキャンパス 防府市 1

ワークショップ山口 防府市 1

ふるはーと 福岡市 1

鼓ヶ浦ひばり園 周南市 1

山口宇部医療センター 宇部市 6

広島西医療センター 広島県 5

障害者支援施設あけぼの園 長門市 4

湯免清風園 長門市 4

障害者支援施設福祥苑 長門市 4

障害者支援施設ひらきの里 山口市 1

サービス種別

日
中
活
動
系
サ
ー

ビ
ス

就労継続支援
（Ａ型）

就労継続支援
（Ｂ型）

療養介護

短期入所
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施設名 所在地
利用

実人数

ほっとホーム一歩社 下関市 1

ドリームスクールはぎ 萩市 1

あけぼの園ほのぼのホーム 長門市 2

グループホームキュアプレイス三隅 長門市 15

なごみの里グループホーム・ケアホーム 下関市 1

安岡苑 下関市 6

心の駅下関 下関市 2

障害者グループホームはぎ 萩市 3

ぽぷらハイツ 萩市 1

GHはいつ・びわ　CHはいつ・ほたる 萩市 1

むたがはらグループホーム 萩市 1

カーサ若草 山口市 2

りたはうす 防府市 1

幸嶺園 美祢市 1

グループホーム・ケアホームあそかの園 美祢市 4

グループホーム轍 福岡市 1

湯免清風園 長門市 16

障害者支援施設あけぼの園 長門市 29

福祥苑 長門市 21

あした 宇部市 2

日の山のぞみ苑 宇部市 1

なごみの里 下関市 1

なごみの里　ありどみ 下関市 2

下関幸陽園 下関市 1

るりがくえん 山口市 3

障害者支援施設ひらきの里 山口市 3

ふしの学園　宮野の里 山口市 1

山口秋穂園 山口市 1

ライブリーあそかの園 美祢市 2

山口コロニー授産所 防府市 3

広島ひかり園まごころ 広島県 1

清流の郷 大分県 1

鼓澄苑 周南市 1

しんわ苑 萩市 2

さんみ苑 萩市 2

サービス種別

居
住
系
サ
ー

ビ
ス

宿泊型
自立訓練

共同生活援助

施設入所支援
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令和 5年 8月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 所在地
利用

実人数

児童デイ・ケアセンターあゆみ 長門市 36

子ども発達支援センター豊浦 下関市 1

コペルプラス下関教室 下関市 1

子ども発達支援センターからふる 萩市 4

子ども発達支援センターからふる 萩市 2

児童デイ・ケアセンターあゆみ 長門市 6

きらり 長門市 48

くるみ 長門市 25

ドリームキッズ 萩市 14

未来ランドイージス 山口市 1

放課後等デイサービスのびっこくらぶ 萩市 3

通
所
系
サ
ー

ビ
ス

児童発達支援

保育所等訪問
支援

放課後等
デイサービス

サービス種別
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第３章 施策の方向と主な取組 

１ 障害への理解を深め、共に生きる社会の実現 

（1）障害に対する理解と相互交流の促進 

【現状と課題】 

障害のある人が地域の中で、障害の有無にかかわらず真に豊かで安心した生活を送るため

には、直面するさまざまな困難や課題について、市民が相互の理解を深め、共感することが

重要です。 

アンケート調査においても、地域との関りについては、「地域の人と打ち解けられる関係を

築きたい」や社会に積極的に参加するために大切なこととしては、「参加しやすい機会の拡充」

「一緒に参加してくれる人」という回答が多く、地域との交流を求める声が多く挙がってい

ます。 

共に暮らす社会を実現するために、障害のある人が社会のさまざまな場で自分らしく活動

できるような環境の整備や、対等な関係でコミュニケーションを図るための支援や相互交流

を促進していくことが必要です。 

 

 

 

  

問 障害者への理解についてお伺いします。障害や障害のある人に対する市民の理解は進

んでいると思いますか。（回答は１つ） 

8.6%

35.5%

45.4%

10.5%

2.2%

31.1%

57.8%

8.9%

進んできている

まあ進んできている

あまり進んでいない

全く進んでいない

障害者 障害児
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サポートマーク 

【取組の方向性】 

障害のある人と共に生きる地域社会を着実に実現していくためには、市民全体が共通の認

識を持って取り組むことが必要であることから、あらゆる機会を通じ、障害に対する理解の

向上を図ります。 

 

主な取組 内 容 

障害者理解の促進 

○広報、市ホームページ、ほっちゃテレビ、パンフレット等により、障害や

障害のある人への理解促進に努めます。 

〇県が推進する「あいサポート運動」の推進を図ります。 

福祉教育の推進 

○社会福祉協議会による学校等への福祉出前講座において、ボラン

ティア等が出向き、手話・点字・車いすの操作、視覚障害の疑似体

験等により障害への理解を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいサポート運動シンボルマーク 

あいサポート運動 

あいサポート運動とは、誰もが、様々な障害の特性、障害のある人が困っていること、障害のある人への必

要な配慮などを理解して、障害のある人に対してちょっとした手助けや配慮などを実践することで、障害のあ

る人が暮らしやすい社会をみんなでつくっていくことを目的とした運動です。 

また、内部障害・聴覚障害・発達障害・高次脳機能障害のある人、義足や人工関節を使用している人な

ど、「外見からは援助を必要としていることが分からない人」が、援助を得やすくなるよう、身に着けることで援

助を必要としていることを示すマークとして「サポートマーク」を定め、キーホルダーとして希望者に無料で配

布しています。 
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（2）差別の解消、権利擁護の推進 

【現状と課題】 

令和 3 年の障害者差別解消法の改正により、行政機関等だけでなく事業者においても障害

のある人への合理的配慮の提供が義務化され、令和 6 年 4 月 1 日に施行されます。 

また、県では、令和４年１０月 11 日に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口

県づくり条例」が施行され、令和５年４月 1 日から事業者による合理的配慮の提供義務が適

用されています。 

判断能力やコミュケーション能力に障害がある知的・精神障害者の場合、財産管理や生活

上のさまざまな権利侵害を受けることが予想されます。本市では、障害のある人が権利や財

産を守れるよう、また、差別や虐待から守られ、地域で自立した生活が送れるよう、あたり

まえの生活をあたりまえに行える社会を目指して、様々な研修会等を行っています。 

特に、事業者における障害のある人への合理的配慮の提供については、しっかりと浸透さ

せていくことが重要となっているところです。 

障害のある人の権利擁護については、成年後見制度の周知・啓発を行っているものの、ア

ンケート調査においてその認知度はまだまだ低く、真に必要な人が利用できていないことが

考えられます。 

ついては、高齢化の進行とともに一人暮らしの障害のある人がさらに増加していくことや、

地域生活への移行が進むことも見据えて、これらの権利擁護にかかわる制度を広く周知し、

必要な人が必要な支援を受けられるよう支援していく必要があります。 

 

 

 

 

22.6%

36.7%

40.8%

33.3%

37.8%

28.9%

名前も内容も知っている

名前を聞いたことがあるが、内容はしらない

名前も内容も知らない

障害者 障害児

問 障害のある人の権利擁護についてお伺いします。成年後見制度についてご存知ですか。

（回答は１つ） 
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【取組の方向性】 

国や県と連携しながらより一層、障害のある人への差別解消に関する啓発に努めるととも

に、国の基本方針に基づき、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行

い、障害を理由とする差別の解消を推進します。 

また、将来の生活等に不安を抱いている障害のある人やその家族に対しては、日常生活自

立支援事業や成年後見制度の周知に努め、利用のための援助を行うことにより、安心して生

活できるよう支援していきます。 

 

主な取組 内 容 

日常生活自立支援事業

の周知・啓発 

○社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業の啓発を行い

ます。 

成年後見制度の利用支

援 

○成年後見制度の周知・啓発を行います。 

○障害のある人など判断能力が不十分な人の権利を守るために、成

年後見制度の利用を支援します。 

障害者差別解消の普及

啓発 

○市ホームページや広報紙、あいサポート研修などを通じて、障害の

正しい理解や合理的配慮の具体例を周知・啓発し、障害者差別の

未然防止を図ります。 

   また、事業者については合理的配慮の提供が義務化されたため、

さらに周知の強化を図ります。 

障害者虐待防止の啓発

と早期発見・対応の体制

強化 

○市民や企業、事業所等に対して、市ホームページや広報紙を通じて

障害のある人への虐待防止について周知・啓発し、虐待発生の未然

防止を図ります。 

○相談窓口職員や事業所職員に、市や県が実施する研修等への参

加を促進し、資質の向上を図ります。 
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（3）地域における福祉活動の充実 

【現状と課題】 

障害のある人やその家族が地域で安心した生活を送るためには、地域の組織や団体との協

力関係が欠かせないため、自治会や NPO・ボランティア団体などが連携して、福祉活動を行

うことが必要となっています。しかし、近年、住民の地域への関心や住民同士のつながりが

希薄化していることに加え、地域活動の担い手が固定化、高齢化している現状があります。 

地域福祉計画の基本目標である「共に見守り支え合う地域づくり」を目指し、民生委員・

児童委員や自治会の活動を主体として、地域住民と行政などが協力し、市民誰もが主体的に

社会参加ができる環境をつくることで、地域全体で支え合う地域福祉の推進に取り組む必要

があります。 

 

【取組の方向性】 

障害のある人が、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、地域

における見守り活動を強化するとともに、地域の住民相互の助け合いによる地域福祉活動を

より一層充実させ、地域共生社会の実現を図ります。 

 

主な取組 内 容 

障害者等の見守り活動の

推進 

○民生委員・児童委員による障害のある人の見守り活動等を推進し

ます。 

○避難行動要支援者名簿を利用した、日頃からの見守り活動を推

進します。 

重層的支援体制整備事業 

〇介護・障害・子育て・生活困窮といった分野別の相談体制では解

決に結びつかないような「くらしの困りごと」に対応するため、市全体

で分野を問わない支援を実施します。 

ボランティア活動の促進 

○地域ぐるみで障害のある人の生活を支える上で、様々なボランティ

アの養成活動の支援を図る必要があるため、地域の点訳・音訳サ

ークル、手話サークル等についての適切な情報提供を行うととも

に、活動支援に努めます。 
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２ 自立生活を支える基盤整備 

（1）障害のある子どもへの支援の充実 

【現状と課題】 

児童発達支援センターを中心に、障害のある子どもや療育の必要がある子どもに対し、個々

の発達の状態や障害特性に応じて、困りごとの解決と、将来の自立と社会参加を目指した支

援を行っています。 

アンケート調査において、「現在受けている療育に満足していますか」の問いでは、８３％

の方が満足しているとの回答でした。しかしながら、不満と回答された中には「利用日数が

十分でない」といった意見が挙がっています。 

また医療的ケア児については、就学以降の日中活動の場の確保が困難となっています。 

そのため、医療的ケア児支援として、ライフステージに応じた支援体制の構築が必要であ

るとともに、障害のある子どもやその家族の多様化・複雑化した支援ニーズに対応する関係

機関の連携強化が必要です。 

 

 

 

 

問 障害福祉サービスについてお伺いします。現在利用していないが、今後利用したいサ

ービスはどのようなサービスですか。（複数選択可・上位 5 項目） 

43.2%

22.7%

6.8%

4.5%

4.5%

放課後等デイサービス

児童発達支援

短期入所（ショートステイ）

就労継続支援（A型、B型）

医療型児童発達支援

障害児
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【取組の方向性】 

発達の遅れや障害を早期発見・早期介入し、適した障害児通所サービスを提供することで、

今の困りごとの解決と発達を促し、将来の自立と社会参加を目指した支援を行います。 

また、医療的ケア児の支援については、自立支援協議会専門部会で医療機関等も含めた協

議を継続し、各ライフステージに渡る一貫した支援の仕組み作りを行います。 

 

主な取組 内 容 

医療的ケア児の支援 

〇自立支援協議会専門部会において医療的ケア児の支援体制協議

を行います。 

〇障害福祉サービス・障害児通所サービスの利用調整を図ります。 

乳幼児健康診査の実施 

○子どもの成長に合わせ、定期的な健康診査を実施し、疾患の早期

発見や発達状況の確認、生活習慣等の育児指導を行います。 

妊娠期から子育て期への

切れ目のない支援の実施 

○医療機関と連携して、育児不安等を抱え育児支援を必要とする母

子等を早期に把握し、子どもを産み育てやすい体制の整備を図りま

す。 

早期発見体制の充実 

○長門健康福祉センターによる発達クリニックの実施、発達相談会、

育児相談、家庭訪問などでの子育ての相談に応じ、支援が必要な

子どもの早期発見・早期療育を図ります。 

  

問 療育を受ける際、望むことは何ですか。（複数選択可） 

25.5%

20.0%

18.2%

18.2%

17.3%

0.9%

生涯にわたる一貫したサービスがほしい

近くに障害を診断できる機関がほしい

各機関がもっと連携してほしい

保護者へのフォローをしてほしい

障害を診断できる機関を増やしてほしい

その他

障害児
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主な取組 内 容 

子育て相談体制の充実 

○妊産健康診査や乳幼児健康診査、家庭訪問、発達相談会、育児

相談等を通じて子育ての相談に応じ、支援が必要な子どもの早期

発見を図ります。 

〇障害児相談支援事業所と連携し早期療育を図ります。 

児童発達支援事業の実施 

○児童発達支援センターにおいて、日常生活動作の指導、集団生

活への適応訓練等を行い障害のある子どもやその家族を支援しま

す。 

○未就学児の療育の拠点として、保護者や支援者向けの研修会を

開催します。 

○あしすとパートナーを養成し、気軽に相談できる体制を整備しま

す。 

保育所等訪問支援の実施 

○療育が必要と認められた子どもが、保育所等での集団生活に適応

できるよう、療育機関の職員が保育所等を訪問し、専門的な支援

を行います。 

放課後等デイサービスの実

施 

○放課後や長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を

継続的に行うことにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進

するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。 

人材の育成 

○障害に関わる専門的知識を持つ職員を確保・育成し、保育所や児

童発達支援事業施設における質の高いサービス提供とゆとりある

療育環境を整備します。 

○指導員の資質向上のため、研究会等への参加を促進します。 

発達障害に対する知識の

普及 

○児童発達支援施設を利用している子どもの保護者に対して、発達

障害の知識を普及するための学習会を開催します。 

○あしすとパートナーによるピアカウンセリング事業を開催します。 

○親の会や事業所等が開催する研修会への支援を行います。 

○療育が必要な子どものためのサポートブック「はじめの一歩」を作成

し、配布します。 

関係協力機関の連携体制

の強化 

〇多様・複雑化した問題をかかえる子どもや、その家族に対して、関

係機関等が情報を共有し、連携した支援の体制に努めます。 
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（2）相談支援体制の整備 

【現状と課題】 

本市では、障害者（児）の相談支援を担う相談支援事業所 5 か所と、相談支援事業所のサ

ポートや指導などを行う基幹相談支援センターが中心となり、障害福祉の相談支援を行って

います。 

また、地域の身近な相談役である民生委員・児童委員や同じ立場で相談を受ける身体及び

知的障害者相談員、どこに相談するとよいかわからない相談を受け止め、解決を目指すため

に共に考える窓口である福祉総合相談窓口と連携し、取りこぼしのない相談支援を目指して

います。 

アンケート調査では、親亡き後のことや、収入に対して不安を感じている方が多いため、

より一層関係機関などと連携を強化し、継続したサポート体制が必要となっています。 

 

 

 

問 普段の生活の困りごとなどについて障害者の方にお伺いします。現在の生活で困って

いること、不安に思っていることは何ですか。（複数選択可・上位５項目） 

12.7%

11.9%

8.8%

8.3%

7.2%

親亡き後のこと

収入が少ない

買い物をするお店が遠い

医療機関が遠い

医療費が多くかかる

障害者
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【取組の方向性】 

必要な人に必要な支援が届くよう障害福祉の相談に関する関係機関との連携を強化しま

す。 

 また、研修会や勉強会を継続して実施し、支援者のスキルアップを図ります。 

 

主な取組 内 容 

相談支援体制の充実 

○行政や関係機関との連携により相談機能やマネジメント機能を強化

します。 

○相談支援の拠点となる基幹相談支援センターが、相談支援事業所

の指導を行います。 

○自立支援協議会での情報共有、関係機関のネットワークを構築する

ことで質の高い相談支援体制の強化を図ります。 

各機関の連携と情報提

供の充実 

○自立支援協議会、包括的支援会議、重層的支援会議などを中心と

して、各機関が連携し、本人又は相談者などへ適切な情報提供を

行います。 

障害者福祉のしおりの発

行・周知 

○障害のある人が利用できる制度を掲載した障害者福祉のしおりを作

成し、配布します。 
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（3）生活支援体制の整備 

【現状と課題】 

障害のある人が円滑に日常生活や社会生活を営むためには、一人ひとりのニーズに応じた

多様なサービスを提供する必要があります。 

本市では、国や県の制度に基づいた手当や年金の支給、税金の減免に加え、市独自の減免

制度等を実施しています。 

また、在宅生活に対するサービス（訪問系、日中活動系）は、障害のある人の生活の質を高

めるための機軸となる支援であり、入所施設等の居住系サービスは、自宅で生活することが

困難な障害のある人にとって重要な資源となっています。 

しかし、入所施設では、入所者の重度化、高齢化が顕著となっており、強度行動障害のあ

る方の受け入れが困難になっています。 

アンケートによると、就労に関するサービスの利用希望が一番多く挙がっていますが、ア

ンケート調査での意見においては、特性に合った就労支援、グループホーム等の居住の場、

収入等に対する不安の声も挙がっているところです。 

そのため、障害の支援区分や特性などを配慮し、その状況に応じた支援を行うとともに、

安定した生計を立て、自立して暮らしていくために、障害の状態や家族の状況に応じた経済

的支援が必要となります。 

 

 問 障害福祉サービスについてお伺いします。現在利用していないが、今後利用したいサー

ビスはどのようなサービスですか。（複数選択可・上位５項目） 

34.5%

10.0%

9.1%

9.1%

8.2%

就労継続支援（A型、B型）

生活介護

居宅介護（ホームヘルプ）

短期入所（ショートステイ）

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

障害者
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【取組の方向性】 

障害のある人やその家族の経済的な負担を軽減するため、広報紙・ほっちゃテレビ・告知

放送等通じて各制度の周知に努め、適切な利用につなげていきます。 

また、在宅及び入所サービス利用者のニーズと施設等の意向を尊重しながら、既存の施設

サービスの適切な実施と、需要に合わせた新規事業者の参入、新たな施設整備を促進します。

さらに、事業所・関係機関に対して、支援者の会を支援するとともに、定期的に研修会等を

開催し、支援者のスキルアップを図ることで、強度行動障害のある方等の受け入れを促進し

ていきます。 

 

主な取組 内 容 

訪問系サービスの実施 

○障害のある人の在宅生活を支える、居宅介護（身体介護、家事援

助、通院介助）のサービス提供を支援します。 

○同行援護、行動援護の提供体制を整備するため、市内事業所と調

整を図ります。 

日中活動系サービスの

実施 

○障害のある人の日中活動を促進する生活介護、自立訓練、就労移

行支援、就労継続支援（A 型・B 型）、短期入所、療養介護のサービ

ス提供を支援します。 

居住系サービスの実施 
○障害のある人の施設等での生活を支える、施設入所支援、グループ

ホームのサービス提供を支援します。 

補装具の交付・修理 
○身体障害者の身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替す

る用具を交付・修理し、日常生活を支援します。 

日常生活用具等給付事

業の実施 

○重度の障害のある人の生活を円滑にするため、必要とされる各種日

常生活用具を給付します。 

地域活動支援センター

事業の実施 

○通所により日中における創作活動や生産活動の機会にふれること

で、生活の訓練や社会との交流を促進します。また就労移行支援等

を利用できるよう社会適応訓練を行い、生きがいの持てる日常生活

が送れるよう支援します。 

移動支援事業の実施 
〇視覚に障害のある人などの移動に困難な人に対して、安心した日常

生活が送れるよう生活面での移動を支援します。 

日 中 一 時 支 援 事 業 の 

実施 

○障害のある人の日中活動の場を提供し、家族の就労と一時的な休

息を図ります。 
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訪問入浴サービス事業

の実施 

○自宅での入浴が困難な人を訪問し、専用の浴槽での入浴サービスを

提供します。 

地域生活支援拠点の 

利用促進 

○障害のある人の地域生活を支援します（相談、地域での一人暮らし

に向けた体験の機会・場の提供、緊急一時的な受け入れ・対応）。 

障害児福祉手当の支給 
○重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする在宅

の 20 歳未満の方に手当を支給します。 

特別障害者手当の支給 

○障害が重複するなど精神または身体に著しく重度の障害をもつ在宅

の 20 歳以上の方で、日常生活に特別の介護を必要とする方に手当

を支給します。 

長門市重度心身障害者

福祉手当の支給 

○心身に重度の障害がある方を在宅で介護されている保護者の負担

を軽減するとともに、障害者福祉の向上に寄与することを目的に福

祉手当を支給します。 

特 別 児 童 扶 養 手 当 の 

支給 

○身体または精神に障害のある２０歳未満の障害児を養育している保

護者に手当を支給します。 

児童扶養手当の支給 
○ひとり親家庭（父母が重度の障害がある場合も含む。）で 18 歳に到

達する年度末までの児童を養育している人に手当を支給します。 

障害基礎年金の周知 ○制度について、広報活動により周知を図ります。 

各種割引、減免制度の

周知 

○障害のある人を対象とする各種割引（鉄道・バス運賃や有料高速道

路利用料、タクシー利用料、NHK・ほっちゃテレビ受信料等）や、減免

制度（所得税・住民税、自動車税等）を実施します。 

山口県心身障害者扶養

共済制度の周知 
○制度について、広報活動により周知を図ります。 
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（4）保健・医療提供体制の充実 

【現状と課題】 

障害の発生原因としては、遺伝子や染色体に異常があって早期から障害が生じる場合や、

母胎内の環境や条件によって障害が生じる場合、出産の前後に原因のある場合等の先天性の

ものと、生まれてから、あるいは成人や高齢になってからの疾病や事故等による後天性のも

のがあります。 

先天性の障害の発生を予防するためには、妊娠、出産期の胎児の障害の予防、軽減に向け

た周産期医療と予防に関する指導、支援が必要であり、後天的な障害の発生を予防するため

には、生活習慣病の予防が重要であるため、年齢に応じた健康診査の実施や、各種相談や教

育、指導等を行っています。 

また、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減して

います。 

今後も、早期発見・早期治療に繋げる体制及び安心して医療が受けられる体制を継続して

いく必要があります。 

 

【取組の方向性】 

中高年齢層を対象とした健康診査、健康相談、健康教室など各種保健事業を推進し、健康

の増進や維持管理による生活習慣病にならないための、一次予防についての啓発と対策を講

じます。 

また、障害のある人に対する医療サービスを安定して受けることができるよう、自立支援

医療や福祉医療制度の周知により、自己負担の軽減を図ります。 

 

主な取組 内 容 

自立支援医療の実施 

○心身の障害を除去・軽減するための自立支援医療（更生医療、育成

医療、精神通院医療）について、医療費の自己負担額を軽減しま

す。 

福祉医療制度の実施 ○重度障害のある人への医療費助成を行います。 
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学校保健の充実 

○学校において、児童生徒等の健康の保持増進を図ること、集団教育

としての学校教育活動に必要な健康や安全への配慮を行うこと、自

己や他者の健康の保持増進を図ることができるような能力を育成し

ます。 

健康診査の実施 
○疾病を早期に発見し、保健指導や治療へとつなげるため、年齢に応

じた健康診査・がん検診等の受診を促進します。 

健康教育・健康相談の

実施 

○健康教育を実施し、市民の心身の健康についての意識向上を図りま

す。  

○医師や専門家による講演会や相談を実施します。  

心の健康づくりの実施 

○長門健康福祉センターでの精神科医等による「こころの相談」等によ

り精神的な疾患の早期発見を図ります。 

〇自殺対策として、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩

んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、

見守る）を図ることができるゲートキーパーの養成講座を開催します。 

○学校に「スクールカウンセラー」を配置し、子どもの精神的な悩みにつ

いて対応します。 

地域医療の充実 

○長門市医師会や市外医療機関、保健・福祉サービス提供事業所等

と連携し、障害のある人がかかりつけ医のもと、住みなれた地域で安

心して医療サービスが受けられる体制を整備します。 

母子健康手帳の交付・

妊婦保健指導 

○妊娠の届出により母子健康手帳を交付するとともに、妊婦の不安や

悩みに対して適切な保健指導を行い、安全して妊娠期を過ごせるよ

う支援します。 

妊産婦訪問指導 
○妊産婦の不安や悩みに対して訪問指導を行い、安心して妊娠、出

産、子育てができるよう支援します。 

妊産婦健康診査 

○妊娠期および産後に健康診査の公費負担を行い、妊娠中から産後

の母体の健康管理を促します。（妊娠期 14 回、産後 2 回の公費負

担） 

未熟児養育医療の実施 

○身体の発育が未熟のまま生まれ、入院養育を必要とする乳児に対し

て、指定養育医療機関において入院治療を受ける際の医療費を助

成し、健やかな発育を促します。 

福祉サービスにおける医

療的支援の確保 

○障害福祉サービス事業所における、たん吸引等の医療的支援が受

けられる環境整備に努めます。 
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３ 地域で共に暮らせる、住みよい生活環境の整備 

（1）地域生活移行の推進・地域定着に対する支援 

【現状と課題】 

障害福祉サービス等の提供にあたっての国や県の基本方針として、｢施設入所・入院から地

域生活への移行を推進」することが定められています。しかしながら、本市の施設入所者に

おいては高齢化・重度化が顕著であり、入所施設からの地域移行は難しい状況にあります。

入院からの地域移行についても同様のことが考えられますが、精神科病院での長期入院患者

の中には、退院後の生活のイメージがつかめないことや、退院後の生活基盤に不安がある等

により地域移行に繋がらないケースもあります。 

そのため、本人の地域移行への意欲を高めるため、地域と専門機関の関係性を深め、地域

移行に係る連携支援体制を構築すること、さらに、地域定着を図るため地域の受け皿となる

サービスの充実が必要です。 

 

【取組の方向性】 

自立支援協議会専門部会において、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に

向け継続して協議を行います。 

また、地域移行に対する意識の向上のため、グループホームやアパートでの生活の体験を

促進します。さらに、地域定着を促進するため、当事者の会の実施を支援し、環境整備を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

主な取組 内 容 

地域生活への移行の 

促進 

○自立支援協議会において、障害のある人の地域移行への意欲を高

める対策を検討し、それを実行に移します。 

○精神障害者の入院から地域生活への移行については、関係機関に

対する地域移行の意識付けを図ります。 

地域移行支援・地域定

着支援の実施 

○障害者支援施設に入所している人、または精神科に長期入院してい

る人に対して、住居の確保や地域での生活に移行するための相談や

支援を行う地域移行支援を実施します。 

○施設・病院から退所・退院した障害のある人、家族との同居から一人

暮らしに移行した障害のある人、地域生活が不安定な障害のある人

に、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に相談や支援を行う、

地域定着支援を実施します。 

地域生活支援拠点の 

強化 

○地域生活を支援する機能（相談、地域での一人暮らしに向けた体験

の機会・場の提供、緊急一時的な受け入れ・対応）を強化します。 

精神障害にも対応した地

域包括ケアシステムの構

築 

○自立支援協議会専門部会を活用し、精神障害にも対応した地域包

括ケアシステムの構築を図り体制を強化します。 

障害のある人に配慮した

住宅の整備促進 

○市営住宅の建て替えの際には、安心して入居できるよう、ユニバー

サルデザインやバリアフリー化等、障害のある人に配慮した住宅の整

備促進に努めます。 

○障害のある人の住宅環境を改善するため、住宅改修時の助成等に

より、住宅のバリアフリー化を促進します。 

○グループホーム等の整備を支援します。 
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（2）福祉のまちづくりの推進 

【現状と課題】 

障害のある人の社会参加を促進するためには、公共施設等のバリアフリー化と、差別や偏

見を解消する心のバリアフリー化の双方を進める必要があります。 

既存の施設については、全てがバリアフリーにはなっていませんが、新しく建設される施

設は、山口県福祉のまちづくり条例に沿ってユニバーサルデザイン等の対応をしています。

民間事業者が有する施設も合わせて、公民が一体となった取り組みが必要です。  

また、心のバリアフリーについては、障害のある人に対する「合理的配慮」 を実践できる

体制を整備するため、障害への正しい理解の促進や、合理的配慮の具体的な事例等を学ぶ研

修会を開催しています。 

福祉のまちづくりの推進のためには、障害のある人が社会を構成する一員として社会、経

済、文化その他様々の分野の活動に参加できるよう、物理的な障害や精神的な障壁に対する

バリアフリーを進めていく必要があります。 

 

 

 

24.7%

13.1%

11.7%

9.1%

8.2%

7.8%

6.2%

5.8%

5.0%

2.4%

5.8%

23.2%

14.5%

10.1%

7.2%

2.9%

15.9%

4.3%

4.3%

4.3%

2.9%

10.1%

公共交通機関が少ない

困ったときにどうすればいいのか心配

外出にお金がかかる

発作などの突然の身体の変化が心配

道路や駅に階段や段差が多い

周囲の視線が気になる

外出先の建物の設備が不便

列車やバスの乗り降りが困難

切符の買い方や乗換えの方法がわかりにくい

介助者が確保できない

その他

障害者 障害児

問 社会参加についてお伺いします。外出するときに困ることは何ですか。（複数選択可） 
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【取組の方向性】 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や「障害者差別解消法」「障害

者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」を踏まえ、関係機関と連携し、

ハード・ソフトの両面から物理的な障害や精神的な障壁に対するバリアフリー化や情報提供・

意思疎通支援にかかる施策により誰もが暮らしやすいまちづくりを進めていきます。 

 

主な取組 内 容 

道路・公共施設の 

バリアフリー化 

○バリアフリーやユニバーサルデザインの視点に基づき、福祉のまちづく

り条例に沿った、道路や公共施設の整備・改修を行います。  

「合理的配慮」の提供体

制整備 

○「障害者差別解消法」や国の基本方針等を踏まえ、行政機関や企

業、教育機関等で「合理的配慮」を実践できる体制を強化します。 

移動・交通の 

バリアフリー化の推進 

○デマンドタクシー運行の継続を図ります。 

○福祉タクシー券の給付を継続し、障害のある人の社会参加を促進し

ます。 
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（3）情報環境・意思疎通支援の充実 

【現状と課題】 

障害のある人が、社会を構成する一員としてあらゆる分野の活動に参加するためには、そ

の必要とする情報を十分に取得利用でき、円滑に意思疎通を図ることが極めて重要です。 

本市では、意思疎通を図ることに支障がある聴覚・視覚障害等がある人に、手話通訳者や

要約筆記者等の派遣や、点訳・音声訳による広報紙等の情報提供を行っています。 

また、市の行事においては、手話通訳や要約筆記の導入を進めているところです。さらに、

手話に関心を持ち身近に感じることができるよう、あいサポート研修を通じて市の職員や企

業の社員に対し、手話を学ぶ機会を設けています。 

しかし、手話通訳者等の支援は高い専門性が必要であり、人材育成が容易ではないため、

今後手話通訳者等の派遣について、支援者を十分に確保できない状況が考えられます。 

ついては、障害の種類や程度に応じた意思疎通等の手段を選択することができるよう、コ

ミュニケーションデバイスの提供を含め、日常的に福祉制度や生活に関する必要な情報等を

容易に取得できる仕組み作りが必要です。 

 

【取組の方向性】 

障害のある人があらゆる分野の活動に参加できるよう、あいサポート研修を通じて、障害

についての正しい理解を促進し、あらゆる場面で合理的配慮が実施できるよう推進していき

ます。 

また、コミュニケーションデバイスの導入や福祉制度に加え、生活に関する必要な市の情

報等を容易に取得できる仕組み作りについて、まずは市役所の関係各課において検討してい

きます。 
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主な取組 内 容 

多様な手段による情報

環境の充実 

○各種のサービス情報や施設情報、団体情報、イベント情報など、保

健、医療、福祉、教育に関する様々な情報資料については、プライ

バシーの保護に配慮しながら、住民の誰もが手軽に入手できるよう、

広報紙や市ホームページや告知放送を活用した情報環境の一層の

充実を図ります。 

○コミュニケーションデバイスの導入に向けた検証を行います。 

○情報冊子の定期的な更新・配布を行います。 

聴覚障害者等のコミュニ

ケーション支援 

○聴覚障害等のある人に対して、手話通訳者・要約筆記者を派遣し、

行政機関、医療機関、事業所等での意思疎通の支援をします。 

○聴覚障害のある人に対して、補聴器購入費用等の一部助成や、行

政の相談窓口での筆談ボード等の設置を進めます。 

○市役所内での「耳マーク」を表示や軟骨伝導式集音器の設置によ

り、聴覚障害のある人等のコミュニケーションを支援します。 

あいサポート研修の実施 

〇障害についての正しい理解と、合理的配慮の実施を促します。 

〇手話の普及と習得の機会を提供します。 

声の広報の発行 

○文字による情報入手が困難な障害のある人のために、音声訳によ

り、広報紙、その他障害のある人が地域生活をするうえで必要度の

高い情報などを定期的に提供します。 
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山口県手話通訳問題研究会 著 

手話あいさつ 
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（４）安全・安心の確保 

【現状と課題】 

自然災害などの災害時において、できる限り人的犠牲を少なくするには、自らの身は自ら

で守るという「自助」を基本に、地域や近隣の住民が助け合うという「共助」の考えと、行

政機関等による支援活動「公助」を併せ、「自助・共助・公助」の関係と役割を考えた支援

体制の構築が重要となります。 

このため、市では、災害対策基本法に基づき、災害時に何らかの助けを必要とする高齢者

や障害のある人等の名簿（避難行動要支援者名簿）を作成するとともに、地域の中で日頃か

らの見守り活動や災害情報の提供、避難時の円滑かつ迅速な安否確認や避難誘導が行われる

ための具体的な計画である個別避難計画の作成を進めています。 

しかしながら、アンケート調査では、災害時に支援してほしいことでは、避難時の声掛け

や、避難情報の提供、障害の特性に合った避難場所の確保が上位となっていることから、制

度の周知を図ること及び、防災意識の醸成と地域の防災力の強化を図ることが必要です。 

 

 

 

問 災害時の避難等についてお伺いします。火事や地震等の災害時に支援してほしいこと

は何ですか。（複数選択可） 

14.5%

14.4%

12.6%

11.9%

11.9%

11.7%

11.3%

3.4%

1.3%

5.5%

1.4%

10.6%

18.2%

9.8%

15.2%

9.1%

18.2%

8.3%

6.1%

1.5%

2.3%

0.8%

災害時情報を知らせる

避難時の声掛け

避難場所を教える

避難場所までの避難を支援

必要な医療や介護用品を確保

障害の特性にあった避難場所を確保

避難場所の設備（トイレ、段差等）を整備

避難場所で介護

手話など、コミュニケーション手段を確保

特にない

その他

障害者 障害児
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【取組の方向性】 

防災訓練や防災教育、広報等を通じ、防災意識の向上を図るとともに、避難行動要支援者

名簿の活用、個別避難計画についての周知や必要性・重要性の認識の向上を図ります。 

 また、地域見守り活動「まめかいねネットワーク」事業への協力事業者の拡充に努めると

ともに、住み慣れた地域で安全・安心して生活していくため、公的なサービスだけでは対応

できない地域における日頃からの見守り体制や支え合いの取り組みを推進していきます。 

 

 

 

 

  

主な取組 内 容 

防災に関する知識の普及 
○広報紙やほっちゃテレビ等で、防災に関する知識の普及・啓発を

行います。 

防災訓練・防災教育の実施 

〇いざというときに安全で適切な行動がとれるよう、災害時の行動

を理解し、身につけたり、防災意識を高める等の講座を実施しま

す。 

災害時の支援体制の確保 

○避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の周知を図り、活用

を促します。 

〇実効性のある個別避難計画の作成を進めます。 

災害時の福祉避難所の設置 ○障害の特性に応じた避難所の設置を進めます。 

地域見守り活動「まめかいね

ネットワーク」事業の実施 

○市と協定を結んだ事業者が、通常業務の中で高齢者等を見守

り、異変を早期に発見・通報することで、早期支援に繋げます。 
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４ 自立と社会参加に向けた雇用・就労促進 

（1）障害特性に応じた就労支援 

【現状と課題】 

障害のある人がその適性と能力に応じた職業に就き、社会経済活動に参加することは、社

会にとっても大変有益なことであり、その人自身の生きがいにもなります。 

アンケート調査では、就労支援として「職場の障害者理解」が必要という回答が最も多く、

障害特性が十分理解されていない現状が浮かび上がっています。 

また、同じ職場で継続して働くために、山口県障害者職業センターによるジョブコーチ支

援事業や障害者就業・生活支援センターによる障害特性を踏まえた専門的な支援が行われて

います。それでも同じ職場で働き続けることは難しく、さらなる支援の在り方の検討が必要

となります。 

他にも、就労継続支援Ａ・Ｂ型といった福祉的就労から一般就労へ移行する際に、スムー

ズに移行できない場合の相談体制など、制度の狭間で支援が行き届きにくいことも指摘され

ています。 

また、障害が要因で就労が困難な人にとって、福祉的就労は訓練を受ける場、働く場とし

て、重要な役割を果たしています。しかし、一般就労に比べ、福祉的就労の工賃収入は低く、

工賃の向上が課題となっています。 

市では、関係機関と連携して、障害のある人の就労をバックアップできる体制を強化させ

るほか、障害者優先調達推進法に基づき、福祉的就労を行っている事業所への継続的な業務

の発注や新たな役務の提供に努めていく必要があります。 

また、農福連携などについても、必要な情報を提供し、就労の選択肢が広がるよう支援す

る必要があります。 
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【取組の方向性】 

福祉的就労の工賃向上に向けた調達方針を定め、福祉的就労を行っている事業所へ優先的

に業務の発注が可能となるよう市全体で取り組みを進めます。 

また、障害のある人が働きやすい環境を整えるための支援として、一般企業に対し障害者

の理解促進・普及啓発を行い、福祉的就労から一般就労への移行を進めます。 

また、農福連携にも取り組めるよう、必要な情報を提供し、就労の選択肢を広げます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 就労支援についてお伺いします。障害者の就労支援として、どのようなことが必要だ

と思いますか。（複数選択可・上位５項目） 

19.9%

16.0%

12.1%

11.4%

10.1%

職場の障害者理解

通勤手段の確保

職場外での相談・支援

短時間勤務、勤務日数配慮

就労後のフォロー（支援機関との連携）

障害者
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主な取組 内 容 

関係機関の連携強化 

○「長門市障害者自立支援協議会 就労支援部会」就労継続支援事

業所、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、相談支

援事業所、地域活動支援センター、行政等が連携し、障害のある人

の雇用・就労を促進するための情報共有や課題解決を図ります。 

○「萩・長門地域関係機関連携協議会」萩総合支援学校を中心に萩・

長門圏域の関係機関が連携して、総合支援学校の卒業後の一般

就労を促進する活動を行います。 

○「障がい者就業支援関係機関連絡会」障害者就業・生活支援センタ

ーを中心に萩・長門圏域の一般企業・福祉就労サービス事業所、相

談支援事業所、医療機関、行政等の関係機関が連携し、障害のあ

る人の一般就労を支援するため情報交換や講演会等を行います。 

社会適応訓練の実施 

○地域活動支援センターたけのこ村において、集中力、対人能力、仕

事に対する持久力及び環境適応能力等を訓練することで就労移行

支援や就労継続支援 A 型・B 型事業所等へつなぎます。 

就労移行支援の実施 

○一般企業での雇用を希望する人が、就労継続支援事業所等から一

般就労へ移行できるよう、知識や能力が向上するための指導を行い

ます。 

○就労に関する関係機関の連携強化を図ります。 

就労継続支援事業 

A 型・B 型の実施 

○一般企業での雇用が困難な人の福祉的就労の場を確保するととも

に、知識や能力を向上するための作業所の充実を図ります。 

〇農福連携にも取り組めるよう関係課と連携を図り、必要な情報を提

供します。 

障害者優先調達の実施 

○「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関

する法律」に基づき、障害者就労施設からの物品等の調達方針を作

成し、調達の実績を公表します。 

○障害者就労施設等から優先的に物品等を調達するよう努めます。 
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（2）雇用の場の拡大 

【現状と課題】 

障害のある人がその能力や適性に応じて就労し、経済活動に参加することは、社会的自立

や自信、生きがいのある生活を送る上で重要な役割を持っています。通常の一般就労はもと

より、福祉的就労を含めた広範囲な就労機会を通じて、職域の拡大や多様な就労の場を確保

していくことが必要です。 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占

める障害者手帳所持者の割合が一定率（法定雇用率）以上になるよう義務付けています。令

和 5 年度の法定雇用率は、民間企業で 2.3％、国及び地方公共団体では 2.6％ですが、令和

8 年度にはそれぞれ 2.7％、3.0％と引き上げられることが決定しています。 

令和４年度の萩・長門管内における民間企業の実雇用率は、2.61％となっており、法定雇

用率の 2.３%を上回っている状況ですが、今後の法定雇用率の引き上げを見据え、より一層、

民間企業へ理解を求めていくことが必要となります。 

障害のある人の就労を促進するためには、それぞれが特性に合った仕事を選択できるよう、

仕事内容や勤務条件（勤務時間・日数など）の多様化を図るとともに、周囲の人が障害のあ

る人やその特性を理解する必要があります。 

障害のある人が当たり前に働ける社会をつくるためには、社会全体で障害のある人に適し

た仕事内容や労働環境づくりを工夫しようとする意識を高めていくことが必要です。 

 

【取組の方向性】 

行政機関への障害者雇用に努めるとともに、各種雇用関係機関と連携し、事業主に対する

障害者雇用に関わる各種助成・支援制度等の啓発・広報に努めることで、障害者の雇用促進

とともに雇用環境の整備を図ります。 

また、民間企業の関係者との懇話会や福祉就労施設の見学を実施するなど、障害者雇用の

理解促進に努めます。 
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主な取組 内 容 

事業主等への啓発・広報 

○ハローワークや障害者就業・生活支援センター、雇用関係機関と協

力し、障害者雇用に関わる各種助成・支援制度等の啓発・広報に努

めます。 

〇職場でのコミュニケーション等に不安のある障害者の雇用促進のた

めに、商工会等を通じ地域の民間企業等に対して障害の正しい理解

を深めるための啓発・広報に努めます。 

行政機関への障害者雇

用の推進 
○関係法令に基づき、障害のある人の雇用促進に努めます。 

民間企業の障害者雇用

への理解促進 

〇あいサポート研修などを通じて、民間企業の障害者雇用の理解促進

に努めます。 
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５ 個性と能力を発揮できる教育・社会参加 

（1）障害者スポーツ・文化芸術活動の振興 

【現状と課題】 

 障害のある人にとってスポーツは、健康の保持・増進、身体機能の向上のみならず、精神

的な面でも生活に対する充実感やストレスの解消、自立と社会参加を図るうえでも大きな役

割を果たしています。 

 本市の障害者スポーツ振興については、パラリンピック選手を迎えての陸上教室ふれあい

体験会の実施や、障害者団体へスポーツイベントを委託するなど、年齢や性別、障害の種別

を超えて広く参画できるよう種目を工夫し実施しているところです。 

 また、障害のある方にとって文化芸術活動は、余暇活動の充実や、生きがいの創出、自己

表現やコミュニケーション能力の拡大や、自己肯定感の向上など様々な効果が期待されてい

るため、障害のある人が作成した作品を披露する機会として、きらめき作品展示会を実施し

ています。 

アンケートにおいて、趣味・教養などの文化・芸術活動や自治会活動・祭りなどの地域の

行事への参加を希望されており、参加するにあたっては、参加しやすい機会の拡充を望まれ

ていることから、より一層のスポーツ・文化芸術活動の参加、鑑賞、発表等の機会の充実を

図る必要があります。  
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問 社会参加・地域活動についてお伺いします。今後どのような行事や活動に参加したい

と思いますか。（複数選択可） 

問 社会参加・地域活動について障害者の方へお伺いします。地域や社会に積極的に参加

できるために、特に大切なことは何ですか。（主なもの２つ・上位５項目） 

21.3%

18.8%

12.5%

11.6%

10.2%

参加しやすい機会の拡充

一緒に参加してくれる人

参加するための送迎

参加を後押ししてくれる人

交通機関や道路整備

障害者

23.1%

19.8%

9.1%

7.9%

6.5%

5.8%

4.7%

4.2%

18.9%

4.7%

20.3%

7.8%

28.1%
7.8%

7.8%

1.6%

21.9%

趣味・教養などの文化・芸術活動

友人や仲間との交流

スポーツ・レクリエーション活動

インターネット等活用した交流活動

障害者団体での活動

地区や自治会等の地域の活動

ボランティア活動

セミナー・講演会等の学習活動

その他

活動したくない

障害者 障害児
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【取組の方向性】 

障害者団体等との連携を図りながら、障害のある人が、スポーツ・文化芸術活動へ参加し

やすい機会の拡充を図ります。 

また、年齢や性別、障害の種別を超えて広く参画できるよう配慮した環境づくりを進めて

いきます。 

 

主な取組 内 容 

スポーツ・レクリエーション

活動への支援 

○スポーツイベント障害のある人の体力増強、交流、余暇活動等を目

的として障害者等スポーツ大会を開催し、障害のある人が社会参加

活動を行うための環境の整備や必要な支援を行います。 

文化芸術活動への支援 

○障害のある人が作成した絵や手芸等作品の発表機会の提供や展示

等のイベント開催を支援し、社会との交流や文化芸術活動を支援し

ます。 

障害者スポーツの振興 

〇キラリンピック（山口県障害者スポーツ大会）や、障害のある人もない

人も共に障害者スポーツを体験して交流する「あいサポートスポーツ

フェスティバル」など各種イベントの周知を行い、市民の参加を促進

するとともに、障害者スポーツの振興を図ります。 
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（2）教育支援の充実 

【現状と課題】 

本市では、特別な支援を要する幼児・児童・生徒の自立と社会参加を目指して、地域コー

ディネーターが有する高い専門性を活用し、各園・各校への支援の充実に取り組んでいます。

特別な教育支援が必要な児童生徒が増えている現状において、地域コーディネーターの巡回

訪問による発達障害のある児童生徒の早期発見・早期支援はますます重要になっています。

幼保特別支援教育研修会の実施は、関係部署との連携を強めることにより、支援体制を一層

充実させる必要があります。 

障害のある幼児・児童・生徒が、将来の夢や希望、思いや願いを実現できるよう、個性や 

可能性を最大限に伸ばして、主体的かつ積極的に地域や社会に参画していくためには、特別

支援教育の質をさらに向上させる必要があります。  

 

【取組の方向性】 

障害のある幼児・児童・生徒に提供される配慮や学びの場の選択肢を増やし、障害の有無

にかかわらず可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を進めるとともに、個々の幼

児・児童・生徒の教育的ニーズに最も的確に応える指導を受けることのできる、インクルー

シブ教育システム （包容する教育制度）の整備を推進します。 

一人ひとりの教育的ニーズを把握し、幼児・児童・生徒のもてる力を高め、支援体制の充

実に努めます。 

特別な支援を必要とする児童生徒に対して、個のニーズに応じ、円滑な学習活動や学校生

活への適切な支援ができるように、特別支援教育補助教員や地域コーディネーターの配置を

継続・充実させ、実態を踏まえたきめ細かな支援に取り組みます。 

 また、就学前教育・保育を担う園担当者や市の保健師との連携の重要性を認識し、引き続

き情報共有に努めます。 
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主な取組 内 容 

就学及び教育支援体制

の充実 

○障害のある子ども一人ひとりの実態に即した就学となるよう、本人が必

要とする合理的配慮の内容及び適切な学びの場を決定します。 

〇障害のある児童生徒の発達の程度、適応の状況等に応じて、柔軟に

「学びの場」を変更できることについて、関係者への周知を促します。 

個々の特性とライフステ

ージに応じた教育支援の

実践 

○障害のある子ども一人ひとりの状態に応じたきめ細かな指導・支援が

できるよう、関係機関等との連携を深め、適切な教育的支援が実現

するよう個別の教育支援計画及び個別の指導計画を立て、その計画

の実施、評価を行います。 

〇個別の教育支援計画や個別の指導計画が確実に引き継がれ、適切

な就学指導及び進路指導がスムーズに行われるよう、定期的に関係

部署と連携し、情報の共有を図るとともに、今後は学校卒業後の自立

及び社会参加を目指し、就労支援機関との連携構築を図ります。 

教育環境の整備の推進 

○障害のある児童生徒一人一人の状態や教育的ニーズに応じた支援

が行えるよう、教材の配慮を行うとともに、ICT 機器や補助用具の整備

充実に努め、学習の充実を図ります。 

〇障害のある児童生徒の就学機会を拡充し、児童生徒が安全で快適

に学校生活が送れるように、可能な限り学校の施設や設備を個々の

状態に配慮したものとなるよう改善に努め、学校施設のバリアフリー化

を推進します。 

教職員の資質の向上 

と支援体制の充実 

○特別支援教育の充実のため、特別支援学級の担当者等を対象にし

た研修等を一層充実させ、発達障害や障害種別の多様化、質的な

複雑化に対応できる体制の充実を図ります。 

〇全教職員に対して特別支援教育に関する学習会・研修会等への参

加を促進し、教職員の資質能力の向上を目指します。 

特別支援教育教員補助

事業 

○特別な支援を必要とする児童生徒に対して、個のニーズに応じ、きめ

細かな支援・対応が行えるよう、補助教員を配置します。 

特別支援教育の充実事業 

○特別支援教育地域コーディネーターが、幼稚園や小中学校を巡回訪

問し、発達検査や教育相談を実施して、発達障害のある幼児・児童・

生徒の早期発見、早期支援に努めます。また、教職員を対象とした研

修会を実施し、教育効果を高めます。 
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第 4 章 成果目標・障害福祉サービス

等の必要量見込み 
 

1 令和８年度の成果目標 

（１）福祉施設から地域生活への移行促進 

地域生活への移行を進める観点から、以下の 2 つの成果目標を設定します。 

 

① 地域生活移行者の増加 

令和４年度末時点の施設入所者数 9５人の内、2％が令和４年度から令和８年度の間に施

設入所から共同生活援助等への地域生活へ移行します。 

 

地域生活移行者数（人） 

※R5年度から R8 年度まで(4年間)の累計 2 

 

② 施設入所者の削減 

令和４年度末時点の施設入所者数を令和８年度末時点の施設入所者数から 2％以上削減し

ます。 

 

年度末時点入所者数（人） 
【目標値】 

削減見込（A-B）（人） 令和 4年度（A） 令和 8年度（B） 

95 93 2 
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 
 

 自立支援協議会専門部会において、保健、医療、福祉、介護、家族等必要なメンバーを参集

し、精神障害者等が地域の一員として、安心して自分らしい生活ができるよう包括的に確保

されたシステムの構築を行います。 

①  協議の場の開催回数・参加者数・目標及び評価の実施回数 

 
令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

協議の場の開催 

回数（回/年） 
6 6 6 

協議の場の参加 

者数（人/回） 
10 10 10 

目標及び評価の 

実施回数（回/年） 
1 1 1 

 

②  精神障害者における障害福祉サービス種別の利用者数          （単位：人） 

種類 令和 6年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

地域移行支援 1 1 １ 

地域定着支援 0 0 １ 

共同生活援助 20 22 22 

自立生活援助 0 0 0 

自立訓練（生活訓練） 10 12 12 
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（３）地域生活支援の充実 

地域生活の継続の支援に関し、地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を希望

する者に対する支援等を進めるため、必要な機能を強化していきます。 

① 地域生活支援拠点等の確保 

設置形態（単独/圏域） 整備年度 

単独 令和元年度 

 ※必要な機能のうち 1 つでも確保できた場合に設置済みとなります。 

必要な機能 具体的内容 確保年月 

相談 基幹相談支援センターの設置 令和 2 年 4 月 

緊急時の受け入れ・対応 障害者支援施設との緊急宿泊の契約 令和元年 10 月 

体験の機会・場 体験宿泊の実施 令和元年 10 月 

専門的人材の確保・養成 自立支援協議会専門部会にて協議・実践 継続 

地域の体制づくり 自立支援協議会専門部会にて協議・実践 継続 

 

② 設置箇所数等 

拠点 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 

単独設置 圏域設置 単独設置 圏域設置 単独設置 圏域設置 

設置箇所数 １ 0 １ 0 １ 0 

拠点コーディ

ネーター配置

数 

１ 0 １ 0 １ 0 

担当者の 

配置人数 
１ 0 １ 0 １ 0 

支援体制及び

連絡体制 
１ 0 １ 0 １ 0 

検証及び 

検討回数 
１ 0 １ 0 １ 0 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

①福祉施設利用者の一般就労への移行 

適性に応じた就労ができるよう、就労継続支援事業所及び関係機関と連携を図り一般就労

への移行及び定着を進めていきます。 

（単位：人） 

令和 8年度末 

① 就労移行支援事業

等※を通じた一般

就労移行者数 

 

② うち就労移行支

援事業所 

③うち就労継続支援

A型事業所 

③うち就労継続支援

B 型事業所 

4 1 1 2 

※令和 6 年度から令和 8 年度(3 年間)までの累計 

※生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援（A型・B型）を行う事業 

 

③ 一般就労後の定着支援 

令和 8 年度末 

就労定着支援事業の利用者数 1 人 

 

地域の就労支援ネットワークを強化し、 

雇用や福祉等の関係機関が連携した支

援体制の構築を推進するため、施策推進

協議会等の場 

開催回数 

（自立支援協議会専門部会において協議を重ね 

支援体制の構築を推進します。） 

12 回/年 
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（５）障害児支援の提供体制の整備等 

障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、ニーズに応じて適

切な支援が提供できるように、機能の充実を図ります。 

 

１ 児童発達支援センターの設置及び障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）

の推進 

① 児童発達支援センターの設置 

 
 
 
 

 

② 障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制の構築 

 
 
 
 
 
 

③ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の

確保 

 
 
 
 
 

 

 

④ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの設置 

 
■医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

設置形態（単独/圏域） 設置年度 

単独 令和元年度 

設置年月 

平成 31年 4 月 

体制の確保 令和 8年度末 

児童発達支援センターを中心に、障害者自立支援協議会子ども支援部会において協議し、

保育所等訪問支援や障害児通所支援を活用しながら、小中学校や放課後児童クラブ等とも連

携し、インクルージョンを推進する体制の構築を図ります。 

確保年度 

－ 

本市においては障害を特化せず、重症心身

障害児も対応できる事業所と受け入れ体制

についての協議を進めていきます。 
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■医療的ケア児等に関するコーディネーターの設置 

 設置形態（単独/圏域） 設置年度 

単独 令和元年度 

 

⑤ 子ども・子育て支援等の障害児受入人数               （単位：人） 

種類 令和 6年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

保育所 22 24 25 

認定こども園 3 3 3 

放課後児童クラブ 25 25 25 

その他 0 0 0 

 

 

⑥ 発達障害者等に対する支援                      （単位：人） 

  令和 6年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

ペアレント・プログラム等の受講者数 

（保護者） 
32 30 28 

ペアレント・プログラム等の受講者数 

（支援者） 
14 14 14 

ペアレントメンター 

（あしすとパートナー）の人数 
20 20 20 

ピアサポートの活動への参加人数 80 80 80 

※ペアレント・プログラムとは、育児に不安のある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者などを、地域

の支援者が効果的に支援できるよう設定されたグループプログラムのこと。 

ペアレントメンターとは、自らも発達障害のある子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを

受けた親を指します。 
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（６）相談支援体制の充実・強化等 

① 基幹相談支援センターの設置 

 

② 地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、協議会におい

て、別表第一の九に掲げる個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行

う取り組みが行われるよう、また、取り組みを行うために必要な協議会の体制確保協議会

における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取り組みが行わ

れるよう、また、取り組みを行うために必要な協議会の体制確保 

 

（７）障害福祉サービス等の質の向上をさせるための取組に係る体制の構築 

基幹相談支援センター 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 

設置数 １ １ １ 

訪問等による専門的 

な指導・助言件数 

12 12 13 

人材育成支援件数 3 3 3 

地域の相談機関との連携

強化の取組実施回数 
12 12 12 

体制の確保 確保済 

自立支援協議会において、基幹相談支援センターを中核とした相談支援体制を構築して

おり、相談支援事業所が行う個々のモニタリング等から個別のニーズの困りごとから地域

の課題を抽出し、専門部会において必要なサービスの洗い出しや課題解決に向けた協議を

実施。課題解決できない事柄については、障害者施策の総合的・計画的な推進を図る障害

者保健福祉推進会議へ提言する体制を確保している。 

基幹相談支援センターを中心に、相談支援事業所などの関係機関と連携し、障害福祉サ

ービス等の計画・モニタリングの調整・指導などを行い障害者に適したサービスを提供す

るとともに、研修会などを通じた支援者のスキルアップにより障害福祉サービス等の質の

向上を目指します。 

また、請求審査結果を分析し、その結果を活用した勉強会等が実施できる体制を構築し

ます。 
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  2 障害福祉サービス等の必要量見込み 

◆障害者を対象としたサービスの体系 

大分類 小分類 サービスの種類 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

（1）訪問系サービス 

①居宅介護 

②重度訪問介護 

③同行援護 

④行動援護 

⑤重度障害者等包括支援 

（２）日中活動系サービス 

①生活介護 

②自立訓練（機能訓練） 

③自立訓練（生活訓練） 

④宿泊型自立訓練 

⑤就労移行支援 

⑥就労継続支援Ａ型（雇用型） 

⑦就労継続支援Ｂ型（非雇用型） 

⑧就労定着支援 

⑨就労選択支援 

⑩療養介護 

⑪短期入所 

（３）居住系サービス 

①自立生活援助 

②共同生活援助 

③施設入所支援 

（４）相談支援 
①地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援） 

②計画相談支援 

児
童
福
祉
法
上
の
サ
ー
ビ
ス 

（１）障害児通所支援 

①児童発達支援 

②放課後等デイサービス 

③保育所等訪問支援 

④居宅訪問型児童発達支援 

⑤医療型児童発達支援 

（２）障害児相談支援 
①障害児相談支援 

②医療的ケア児コーディネーターの配置 
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大分類 小分類 サービスの種類 

地
域
生
活
支
援
事
業 

（１）必須・促進事業 

①理解促進研修・啓発 

②自発的活動支援 

③相談支援 

④成年後見制度利用支援 

⑤成年後見制度法人後見支援 

⑥意思疎通支援 

⑦日常生活用具給付等 

⑧手話奉仕員養成研修 

⑨移動支援 

⑩地域活動支援センター事業 

⑪発達障害児者及び家族等支援事業 

（２）任意事業 

①日中一時支援 

②社会参加支援 

③訪問入浴サービス 

④ 地域移行のための安心生活支援 
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障害福祉サービス 

障害のある人が、自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、関係機関との

緊密な連携を図りつつ提供されるさまざまな福祉サービスです。 

各サービスの内容と実績及び今後の事業量見込みは以下のとおりです。 

 

（１）訪問系サービス 

① 居宅介護（ホームヘルプ） 

居宅において入浴、排泄、食事の介護や家事など生活全般にわたる支援を行います。 
単位：人／月、時間／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 37 35 33 33 33 33 

利用時間 403 333 311 311 311 311 

 令和 3～4年度は実績の月平均、令和 5～8年度は見込みの月平均数値（以下同じ） 

⓶ 重度訪問介護 

常に介護を必要とする重度の肢体不自由者または知的障害もしくは精神障害により、行動

上著しい困難を有する障害者に対し、居宅において入浴、排泄、食事の介護や家事、外出中

の介護を総合的に行います。 

現在のところ実績がありません 

 

③ 同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等の外出時において同行し、移動に必

要な情報の提供と、移動の援護、排泄及び食事の介護その他外出する際に必要な援助を行い

ます。 
単位：人／月、時間／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 1 0 0 1 1 1 

利用時間 1 0 0 10 10 10 

 

 

 



 

74 
 

④ 行動援護 

知的障害者又は精神障害者で、行動上著しい困難を有する人が、買い物や通院などで行動

する際の危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄及び食事の

介護その他行動する際の必要な援助を行います。 

現在のところ実績がありません 

 

⑤ 重度障害者等包括支援 

常時介護を必要とし、介護の必要な程度が著しく高い障害者に、居宅介護その他の障害

福祉サービスを包括的に提供します。 

現在のところ実績がありません 
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（２）日中活動系サービス 

① 生活介護     

常に介護を必要とする障害者に対して、日中において、施設で入浴や排泄、食事などの介助

を行うとともに、調理や掃除等の家事や生活等に関する相談及び助言などの日常生活上の支

援、創作的活動や生産的活動の機会を提供します。 
                                 単位：人／月、日／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 117 119 116 116 116 116 

利用日数 2,457 2,421 2,457 2,457 2,457 2,457 

 

⓶ 自立訓練（機能訓練） 

機能訓練は、身体障害者または難病等対象者に対して、地域で生活するうえで、一定期間、

身体機能や生活能力の維持・向上のため、施設や居宅において理学療法や作業療法その他の必

要な支援を行います。 

現在のところ実績がありません 

 

③ 自立訓練（生活訓練） 

生活訓練は、知的障害者または精神障害者に対して、一定期間、入浴や排泄、食事等の自立

した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言を行います。 
                               単位：人／月、日／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 4 6 10 11 13 13 

利用日数 78 93 139 154 182 182 
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④ 宿泊型自立訓練 

自立訓練（生活訓練）の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用してい

る者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力

等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な障害者につき、居室その他の設備を利用

させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び

助言その他の必要な支援を行います。 
                                 単位：人／月、日／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 2 1 2 2 2 2 

利用日数 607 365 514 514 514 514 

 

⑤ 就労移行支援  

一般企業への就労を希望する障害者に、一定期間、生産活動や職場体験等の活動の機会を

提供するなど、就労に必要な知識及び能力向上に必要な訓練、適性に応じた職場の開拓、就

職後の職場への定着のために必要な相談等を行います。 
  単位：人／月、日／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 2 3 2 2 2 2 

利用日数 43 61 44 44 44 44 

 

⑥ 就労継続支援Ａ型（雇用型） 

一般企業等での雇用が困難な障害者に対して、雇用契約等による生産活動等の機会の提供

など、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。 
単位：人／月、日／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 18 9 9 9 9 9 

利用日数 287 169 180 180 180 180 
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⑦ 就労継続支援Ｂ型（非雇用型） 

就労移行支援等を利用したが、一般企業への雇用が難しい障害者や、一定年齢に達してい

る障害者等に、生産活動にかかる知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行いま

す。 
単位：人／月、日／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 126 129 128 127 127 126 

利用日数 2,097 2,037 2,049 2,032 2,032 2,016 

 

⑧ 就労定着支援 

就労定着支援は、就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う

環境変化により生活面の課題が生じている者に対し、企業・自宅等への訪問や障害者の来所

により、生活面の課題を把握し、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向

けて、企業や関係機関等との必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。 

単位：人／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数      １ 

 

⑨ 就労選択支援 

障害を持つ人の希望や能力に合う仕事探しを支援し、関係機関との橋渡しを担うサービス

です。 

単位：人／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数     １ １ 
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⑩ 療養介護 

医療と常時介護を必要とする障害者に対して、医療機関において機能訓練、療養上の管

理、看護、医学的管理の下での介護及び日常生活上の世話を行います。 
 単位：人／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 12 12 12 13 13 13 

 

⑪ 短期入所（ショートステイ）     

在宅で、障害者等を介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて施設で入浴・

排泄・食事の介護等を行います。 
                                 単位：人／月、日／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 8 6 8 8 8 8 

利用日数 113 94 125 125 125 125 
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（３）居住系サービス 

① 自立生活援助  

 自立生活援助は、障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らし

を希望する者等に対し、定期的に居宅を訪問し、食事、洗濯、掃除などに課題は無いか、公

共料金や家賃に滞納が無いか、体調に変化は無いか、通院しているか、地域住民との関係は

良好かなどについて確認を行い、必要な助言や医療機関等の連絡調整を行います。また、相

談・要請があった際は、訪問、電話、メール等による随時の対応し、適時のタイミングで適

切な支援を行います。 

                                  

現在のところ実績がありません 

 

② 共同生活援助（グループホーム）  

夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助等を行います。 
                                    単位：人／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 32 37 41 41 43 45 

 

③ 施設入所支援 

施設に入所する障害者に、夜間や休日に入浴・排泄・食事の介護、生活に関する相談等の

日常生活上の支援を行います。 
                                    単位：人／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 96 96 95 93 92 91 
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（４）相談支援 

① 地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援） 

地域移行支援は、障害者支援施設等に入所又は、精神科病院に入院している障害者、ま

た、地域生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者に対し、住居の確保地域生

活に移行するための活動に関する相談支援を行います。 

地域定着支援は、居宅において単身等で生活する障害者（入所施設や精神科病院から退

所・退院した者・家族との同居から一人暮らしに移行した者・地域生活が不安定な者）に対

し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に対する相談や支

援を行います。 

 
                                  単位：人／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

地域移行 

利用人数 
1 1 1 1 2 2 

地域定着 

利用人数 
0 0 1 0 0 1 

 

② 計画相談支援 

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害

者（児）の自立した生活を支え、障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に

向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援します。 
                                  単位：人／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 80 83 77 77 77 77 
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児童福祉法上のサービス 

（１）障害児通所支援 

障害児通所支援は、心身に障害を持つ児童に対して生活能力の向上や、集団生活への適

応、社会との交流促進等の療育訓練を行うサービスです。 

 

① 児童発達支援  

障害児に、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行いま

す。 

単位：人、日／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 42 41 42 43 43 44 

利用日数 334 272 233 238 238 244 

 

② 放課後等デイサービス 

通学している障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の

ための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進する

とともに、放課後等の居場所づくりを推進します。 
単位：人、日／月   

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 75 86 86 88 88 88 

利用日数 454 446 445 446 446 446 

 

③ 保育所等訪問支援 

障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活

へ適応するための専門的な支援を行います。 
単位：人、日／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 5 6 6 7 8 10 

利用日数 10 10 7 7 7 7 
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④ 居宅訪問型児童発達支援 

重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出するこ

とが著しく困難な障害児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を

行うサービスです。 

現在のところ実績がありません 

 

⑤ 医療型児童発達支援  

肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認

められた障害のある児童につき、医療型児童発達支援センター等において、児童発達支援及

び治療を行うサービスです。 

現在のところ実績がありません 
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（２）障害児相談支援 

障害児が障害児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービスなど）を効果的に利用す

るためのマネジメントを行う支援です。 

 

① 障害児相談支援 

障害児が障害児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービスなど）を利用する前に、

障害児支援利用計画を作成し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支

援を行います。 
単位：人／月 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 26 30 31 32 32 33 

 

② 医療的ケア児等コーディネーターの配置 

医療的ケアが必要な障害児とその家族に対し、関連分野の 1 援の総合的な調整を行う医

療的ケア児等コーディネーターの配置を行います。 
単位：人／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

配置人数 5 5 6 6 6 7 
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3 地域生活支援事業の実施に関する事項 

地域生活支援事業 

（１）必須事業・促進事業 

① 理解促進研修・啓発事業 

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障害

者等への理解を深めるため、研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することによ

り、共生社会の実現を図るための事業です。 
単位：回数、人／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用回数 5 4 4 4 4 4 

利用人数 286 127 180 200 200 200 

 

⓶ 本人活動支援事業／自発的活動支援事業 

知的障害者に対して、清掃ボランティア活動や地域のふるさと祭り出店等の社会貢献活動

への参加を促し、これらの活動を通じて、知的障害者が自信を持ち、仲間と話し合い、自分

たちの権利や自立のために社会に働きかける等の本人活動を支援します。 
単位：箇所、人／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 85 81 180 200 200 200 

 

③—１ 相談支援事業 

障害者等、障害児の保護者または介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便

宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援します。  
単位：箇所、件/年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

箇所数 3 3 2 2 2 2 

相談件数 2,770 5,942 1,400 1,400 1,400 1,400 
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③－２ 相談支援事業／基幹型相談支援センター強化事業 

相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認

められる能力を有する専門的職員を基幹相談支援センター等に配置することや、基幹相談支援セ

ンター等が地域における相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材

育成の支援、地域移行に向けた取り組み等を実施することにより、相談支援機能の強化を図りま

す。 
単位：箇所、件/年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

相談件数 2,921 1,717 1,700 1,700 1,700 1,700 

 

④ 成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず身寄りが無いなど、親族などによる後見

等開始の審判を申し立てることが困難な場合、市長が代わって申立てを行ったり、費用負担

が困難な場合、審判の市長申立てにかかる費用及び成年後見人等への報酬の助成を行ったり

することによって、成年後見制度の利用促進を図ります。 
単位：人／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

市長申立数 0 0 2 2 2 2 

報酬助成数 0 0 1 1 1 1 

 

⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定的な

実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築などを行います。 

本市では今のところ利用の実績も見込みもありませんが、成年後見制度法人後見の周知は

進めます。 

現在のところ実績がありません 
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⑥ 意思疎通支援事業 

手話通訳者・奉仕員、要約筆記者を派遣する事業で、障害により意思疎通を図ることに支

障がある障害者等との意思疎通を仲介する事業を行います。 
単位：人、回／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

要約筆記者・奉仕

員派遣事業 
1 1 2 2 2 2 

手話通訳者・ 
奉仕員派遣事業 

76 62 62 62 62 62 

実利用人数 5 5 7 7 7 7 

 

⑦ 日常生活用具給付等事業 

排泄管理支援用具、情報・意思疎通支援用具、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）の給付

を行います。 
単位：件／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用件数 1,121 1,224 1,334 1,334 1,334 1,334 

 

⑧ 手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障害者等との交流活動の促進等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技

術を習得した手話奉仕員の養成・研修を行います。 
単位：人／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 3 1 1 2 2 2 

 

⑨ 移動支援事業 

自立支援給付の対象とならないケースにおいて、外出時の円滑な移動の支援を行います。 
単位：箇所、時間／年、人 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

箇所数 1 1 1 1 1 1 

利用人数 267 322 317 296 296 296 

利用時間 6 6 5 5 5 5 
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⑩－1 地域活動支援センター事業 

利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行います。 
単位：箇所、人／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

利用人数 17 17 21 21 21 21 

 

⑩－２ 地域活動支援センター機能強化事業(地域活動支援センターⅡ型) 

地域活動支援センターの機能を充実強化し、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者

に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。 
単位：箇所、人／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

 

⑪－1 発達障害児者及び家族等支援事業／あしすとピアサポート事業 

障害者やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動を支援し

ます。 
単位：回数、人／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用回数 21 27 27 30 30 30 

利用人数 65 81 83 85 85 85 

 

⑪－2 発達障害児者及び家族等支援事業／あしすとパートナー養成・フォローアップ事業 

発達障害児（者）の子育ての経験を有する家族等を対象に、その経験を活かし、発達障害

が疑われる児の保護者等の相談・助言を行う者（＝「あしすとパートナー」）の養成を行いま

す。 
 単位：回数、人／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用回数 4 5 4 4 4 4 

利用人数 38 37 40 40 40 40 
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（2）任意事業 

① 日中一時支援事業／日常生活支援 

障害のある人の日中活動の場を確保し、家族の就労と一時的な休息を図ります。 

単位：箇所、回／年、人 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

実施箇所数 7 9 9 9 9 9 

利用回数 1,558 1,093 1,296 1,386 1,386 1,386 

利用人数 45 41 44 46 46 46 

 

② 社会参加支援事業 

障害のある人の社会参加を促進する事業です。 

〇 レクリエーション活動等支援事業（スポーツ等） 

障害者等の体力増強、交流、余暇活動等を目的として障害者等スポーツ大会を開催します。 

単位：人／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 中止 中止 95 100 100 100 

 

〇 点字・声の広報等発行事業 

文字による情報入手が困難な障害者等のために、音声訳により、市広報、その他障害者等

が地域生活をするうえで必要度の高い情報などを定期的に提供します。 
単位：人／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 9 9 10 10 10 10 

 

〇 自動車運転免許取得・改造助成事業 

障害者の就労等社会活動への参加を促進するために、障害者に対する自動車運転免許の取

得費用または身体障害者に対する自動車の改造に要する費用の一部を助成します。 
単位：人／年 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

利用人数 1 1 1 2 2 2 
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③ 訪問入浴サービス／日常生活支援 

在宅の身体障害者で、通所による入浴サービスの提供を受けることが困難な方に対して入

浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。 
単位：箇所、回数／年、人 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

利用回数 175 167 275 276 276 276 

利用人数 4 3 4 5 5 5 

 

④ 地域移行のための安心生活支援／日常生活支援 

〇居室確保事業（体験的宿泊・緊急一時的な宿泊） 

障害者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導等を行い、地域移行促進を図ります。 
単位：箇所／年、人 

区分 
第6期 第7期 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

実施箇所数 2 2 2 2 2 2 

利用人数 0 1 1 1 1 1 
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4 自立支援給付等及び地域生活支援事業の 

  円滑な実施を確保するために必要な事項 
（１）障害者に対する虐待の防止 

 障害者に対する虐待はその尊厳を害するものであり、障害者の自立と社会参加にとって 障

害者虐待の防止を図ることが極めて重要です。こうした点等に鑑み、障害者虐待の防止や養

護者に対する支援等に関する施策を推進するため、本市においては支援の在り方考え方を再

認識いただくとともに、今後の支援のスキルアップのため関係機関を対象とした研修会等を

行います。 

 

（２）意思決定の促進 

障害福祉サービス等における、利用相談・計画段階での状況を把握し、本人の意思を尊重

し、利用者のサービス提供に繋げます。 

 

（３）障害者の文化芸術活動支援による社会参加等の促進 

 市内各種イベント・スポーツ行事・きらめき作品展示会・販売会などを中心に普及啓発を

行い、市民との交流を深め、社会参加の促進を図ります。 

 

（４）障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進 

障害者がさまざまな情報を取得しやすいよう、広報・告知放送・文字放送・関係機関など

の情報提供手段を通じて、情報を取得しやすいように努めます。 

また、意思疎通支援用具・意思疎通支援者などの意思疎通手段を通じて、障害者がコミュ

ニケーションを取りやすい環境づくりに取り組みます。 

 

（５）障害を理由とする差別解消の推進 

 障害者差別解消法や障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例に基づき、

関係機関への研修、市職員などへのあいサポート研修などの普及啓発を行い、障害を理由と

する差別の解消を推進します。 
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（６）ひきこもり支援の促進 

ひきこもりの状態にある方やその家族に対し相談支援を行うことで、その人の状況に応じ

た適切な支援につなげます。 

また、地域における関係機関とネットワークを構築することで、就労に向けた支援を段階

的に進めていきます。 

〇支援内容 

・相談 

・居場所の提供 

・就労体験 

 

〇ひきこもりの居場所の状況 

 
第 6 期 第 7 期 

令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

設置数  1 1 1 1 

利用実人数  3 3 4 4 

相談延件数  18 18 24 24 

〇基幹相談支援センターにおけるひきこもりの対応状況 

 
第 6 期 第 7 期 

令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

相談実人数 34 37 37 37 37 

相談延人数 403 438 438 438 438 

令和 4 年度実績値、令和 5年度から令和 8年度は見込み数値 

 

【参考】内閣府調査出現率にみる長門市のひきこもり推計数 

 

長門市住民基本台帳人口（3月 31 日）による 

※年度は、内閣府の調査年度 

※出現率は、内閣府調査の有効回収数に占めるひきこもり該当者の割合

年齢 平成22年度 平成27年度 平成30年度 令和4年度

15歳～39歳 8,764 7,240 ー 5,491

40歳～64歳 ー ー 10,597 9,511

15歳～39歳 1.79 1.57 ー 2.05

40歳～64歳 ー ー 1.45 2.02

15歳～39歳 157 114 ー 113

40歳～64歳 ー ー 154 192

出現率（％）

人口（人）

推計数（人）
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本人 家族

⑥協議会
生活困窮者自立支援事業の体制協議や施策化を行う

発見

家族や身近な
支援者が気づく場

基幹相談支援センター

福祉総合相談窓口
長門市保健センター
障害者支援班
市民活動推進課

基幹相談支援センター

発見の場

② 事務局

①

相談・提供 本人支援 家族支援

③包括的支援会議

⑤自立サポート
調整会議

計画の検証・評価

健康推進班

障害者支援班

（医療機関）
（学校）

健康福祉センター

（ひきこもりコーディネーター）

ケースの見立て、アプローチ方法の検討

確認

情報共有
提供・連携

地域保健指導

障害福祉サービ
ス

地域活動支援センター

家族教室

就労準備支援

④支援チーム

福祉総合相談窓口

アウトリーチ

個別支援

個別相談

家計相談

住居支援
等

行政主体でのアプローチ

本人・家族に適した支援の導入

報告・相談
進捗・評価

基幹相談支援センター

萩児童相談所

萩公共職業安定所

長門健康福祉センター 地域福祉課 健康増進課 建築住宅課
子育て支援課

高齢福祉課

市民活動推進課

長門市社会福祉協議会会
山口県弁護士会

長門市医師会教育委員会

■ひきこもり支援体制図
地域支援

課題集約・提出個別支援

若者サポートステーション
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計画の推進 
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第 5 章 計画の推進 

1 計画の推進体制 

 

  

名 称 主な役割 

障害者保健福祉推進会議 
・障害者施策の総合的・計画的な推進 

・プラン・計画作成のための協議 

障害者自立支援協議会 

・地域ネットワークの構築 

・困難事例の対応 

・施策の具体化への提言 
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２ 計画の評価と進行管理 

長門市障害者保健福祉推進会議において、取組内容や進捗状況を毎年報告し、検証を行い

ながら、必要に応じて施策や事業の改善を図る仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を導入して実施

していきます。 

具体的には、長門市障害者自立支援協議会において、個人ニーズや課題を吸い上げ、地域

の課題として整理・共有化を図り、解決に向けた協議、調査、実践を行います。 

また、長門市障害者自立支援協議会において解決できない課題など、制度化に向けた意見・

提案を長門市障害者保健福祉推進会議において協議し、計画の評価、見直しを行っていきま

す。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

資料編 
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資料編 

1 地域の支援体制の整備状況 

（1）地域見守り活動「まめかいねネットワーク」協定事業所  

NO 事業所名 住所 

1 日本郵便株式会社長門市内郵便局 長門市東深川 894 番地 1 

2 
中国電力ネットワーク(株) 

萩ネットワークセンター 萩市大字椿字沖田 2106 番地 

3 （一社）山口県ＬＰガス協会長門支部 長門市油谷新別名 965-3 

4 生活協同組合コープやまぐち 山口市小郡上郷 901-21 

5 山口ヤクルト販売株式会社 山口市小郡黄金町 14-7 

6 ヤマト運輸株式会社山口主管支店 山口市鋳銭司字鋳銭司団地北 447-45 

7 株式会社西京銀行 周南市平和通 1丁目 10番の 2 

8 
第一生命保険株式会社山口支社 

長門営業オフィス 長門市東深川 1931-7 

9 
長門市上下水道局 

（水道メーター検針業務） 長門市東深川 1339 番地 2 

10 綜合警備保障株式会社山口支社 周南市御幸通 2-18 

11 山口県農業協同組合長門総括本部 長門市東深川 1941 番地 

12 株式会社丸久 防府市大字江泊 1936 

13 山口県タクシー協会長門地区会 長門市仙崎 1031-67 

14 ティーエスアルフレッサ（株）長門支店 長門市仙崎 336-4 

15 
（株）セブン-イレブン・ジャパン 

※市内 9店舗 山口市小郡黄金町 13-41 

16 損害保険ジャパン（株）山口支店 山口市泉都町 7-11 

損保ジャパン山口ビル７Ｆ 

17 （株）ネクト 山口市下小鯖 2706-3 

18 （株）フジ・リテイリング フジ長門店 長門市仙崎 322-2 

19 (株) セイエル 萩市大字椿 2760-6 
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（２）災害時における福祉避難所協定事業所 

〈高齢者関係施設〉 

 

【養護老人ホーム】 

施設名 設置者 所在地 

ゆもと苑 社会福祉法人 福祥会 長門市深川湯本10600番地1 

 

 

【特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）】 

施設名 設置者 所在地 

明和苑 社会福祉法人 明和会 長門市三隅中1811番地 

恵光苑 社会福祉法人 新永福祉会 長門市東深川10062番地27 

養寿苑 社会福祉法人 同心会 長門市油谷向津具上10344番地 

へき楽園 社会福祉法人 へき寿会 長門市日置上3114番地 

吉祥苑 社会福祉法人 福祥会 長門市深川湯本10600番地1 

シャイディック和水 社会福祉法人 明和会 長門市三隅中1811番地 

 

【グループホーム（認知症対応型共同生活介護）】 

施設名 設置者 所在地 

きららの里 社会福祉法人 福祥会 長門市深川湯本10600番地1 

わかば苑 特定非営利活動法人 裕心会 長門市三隅上5109番地1 

ひまわり 特定非営利活動法人 ひまわり 長門市油谷伊上2238番地 

ゆうなぎ 有限会社ライフサポートながと 長門市仙崎10040番地1 

ひまわり日置 ひまわり有限会社 長門市日置上1540番地1 

やすらぎの里 
社会福祉法人 

長門市社会福祉協議会 
長門市油谷河原2016番地11 
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【介護老人保健施設】 

施設名 設置者 所在地 

福寿苑 医療法人社団 福寿会 長門市日置中2488番地 

かつら苑 医療法人 生山会 長門市俵山4910番地1 

サンライズ21 医療法人社団 成蹊会 長門市東深川889番地1 

 

【サービス付き高齢者向け住宅】 

施設名 設置者 所在地 

清風オリオン 社会福祉法人 清風会 長門市三隅中286番地 

 

〈障害者関係施設〉 

【障害者支援施設】 

施設名 設置者 所在地 

湯免清風園 社会福祉法人 清風会 長門市三隅中393番地1 

あけぼの園 社会福祉法人 永久会 長門市油谷久富10045番地 

福祥苑 社会福祉法人 福祥会 長門市深川湯本10620番地2 

 

【共同生活援助事業所】 

施設名 設置者 所在地 

キュアプレイス三隅 
特定非営利活動法人  

キュアポート 
長門市三隅中301番地4 

 

〈児童関係施設〉 

【児童養護施設】 

施設名 設置者 所在地 

俵山湯の家 
社会福祉法人 

    長門市社会福祉協議会 
長門市俵山4827番地1 
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２ 用語説明 

 あ行                      

あしすとパートナー 

発達障害等のある子どもの子育てをした経験が誰か

の参考になればと、相談を受けるための講座を受講し、

市から認定されたアドバイザー。 

 

インクルーシブ教育 

特別な教育的ニーズのある児童を、大多数の児童を

対象とした教育制度に受け入れ、共に学ぶことをいう。 

 

 か行                      

ガイドヘルプ 

日常生活上の必要や社会参加のための外出や移動を

手助けすること。 

 

基幹型相談支援センター 

障害のある人の総合相談窓口かつ中核的な機関であ

り、地域の相談支援事業所間の連絡調整や、関係機関

の連携の支援を行う。 

 

ケアマネジメント 

援助を必要とする人に対して、地域のさまざまな社

会資源を活用したケアプラン（個別支援計画）を作成

し、適切なサービスを行う手法。 

 

傾聴 

カウンセリングやコーチングにおけるコミュニケー

ションスキルの一つ。注意を払って、より深く、丁寧

に耳を傾け、相手が話したいこと、伝えたいことを、

受容的・共感的な態度で真摯に聴く行為や技法。 

 

ゲートキーパー 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩

んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な

支援につなげ、見守る）を図ることができる人のこと

で、言わば「命の門番」とも位置付けられる人のこと。 

 

権利擁護 

自己の権利やニーズを表明することが困難な人に代

わって、援助者が代理として権利やニーズの獲得を行

うこと。 

 

公共職業安定所（ハローワーク） 

労働市場の実情に応じて労働力の需給の適正な調整

を行うために、全国的体系で組織、設置される総合的

雇用サービス機関。求職者にはその有する能力に適合

した職業に就く機会を与え、求人者にはその雇用条件

にかなった求職者の斡旋を行う。その業務は、求人・

求職の申込みの受理、職業指導、職業相談、職業斡旋

等の職業紹介サービス等である。 

 

合理的配慮 

障害のある人から何らかの助けを求める意思の表明

があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で、社

会的障壁を取り除くために必要な便宜のことである。 

障害者権利条約第 2 条に定義がある。 

 

高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（バリアフリー新法） 

ハートビル法と交通バリアフリー法を統合した法律。

新法では、両法の対象外だった道路、路外駐車場、都

市公園を追加し、新設・改良時のバリアフリー化を義

務付け、これら既存施設や百貨店、病院、福祉施設な

ど既存建築物のバリアフリー化も努力義務の対象に追

加した。 
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 さ行                      

サポートファイル 

保護者がお子さんとの日々の関わりや病院、福祉施

設、保育園、学校等で受けた支援内容などを書き綴り、

「記録・保管」し、これを関係機関へ提示することで、

「正確な情報の伝達」が図られ、お子さんが乳幼児期、

学齢期、青年・成人期のライフステージを通して、一

貫したより良い支援が受けられるようにするためのも

の。 

 

サポートブック「はじめの一歩」 

お子さんの発達が気になる保護者が地域で暮らして

いくためのサポートガイドで、自立支援協議会子ども

支援部会が、親の視点に立ち、地域で活用できる資源

（リソース）や子育ての情報を 1 冊にまとめた本。 

 

手話通訳者・奉仕員 

所定の講習を受けて手話の技術を習得し、聴覚障害

のある人のために手話通訳を行う人。 

 

障害児保育 

保育の必要な心身に障害のあるお子さんを、健常児

と一緒に保育し、相互の健全な育成を図る。 

 

障害者基本法 

心身障害者対策基本法が改正されたもので、特徴は

従来からの対象だった身体障害者と知的障害者に精神

障害者が加えられたことや、基本理念と目的が、「障害

者があらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」

ものとし、「障害者の自立と社会経済活動への参加の促

進」と位置づけられたことで、「障害者基本計画」の策

定を義務づけた。平成 9 年（1993）12 月公布。 

 

障害者虐待防止法 

障害者に対する虐待の禁止、予防および早期発見な

どの虐待の防止に関する国等の責務、虐待を受けた障

害者に対する保護および自立の支援のための措置、養

護者に対する支援のための措置などを定めることによ

り、障がい者虐待の防止、養護者に対する支援などに

関する施策を推進し、障害者の権利利益の擁護に資す

ることを目的として制定された法律。 

 

障害者雇用促進法 

事業主に対して、一定割合の障害者を雇用するよう

に義務づけるなど、障害者の職業の安定を図ることを

目的として制定された法律。 

 

障害者差別解消法 

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられる

ことなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解

消を推進することを目的として制定された法律。 

 

障害者就業・生活支援センター 

障害者の職業的自立を図るために、地域の関係機関

と連携しながら、就職に向けた準備や職場に適応・定

着するための支援、日常生活や地域生活に関する助言

などを行う施設。県が指定した社会福祉法人・NPO 法

人などが運営する。 

 

障害者週間 

平成 16 年６月に障害者基本法の一部が改正され、

12 月９日の「障害者の日」が 12 月３日から９日ま

での「障害者週間」に拡大された。 

 

障害者総合支援法 

障害の種類（身体障害・知的障害・精神障害）によ

り差のあった福祉サービスをまとめて共通の制度にし、

障害者が地域で自立して生活できるよう支援事業を充

実するための法律。障害者の範囲の見直しが行われ、

定義に新たに難病等を追加し、障害福祉サービス等の

対象とした。平成 25 年４月施行。 

 

障害者手帳 

心身に障害のある人が福祉サービスを受ける際等に

必要となる手帳。障害の内容により身体障害者手帳・

療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の３種類があり、

また、それぞれに障害の程度に応じた等級がある。 
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障害者の権利に関する条約 

障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害

者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、

障害者の権利の実現のための措置等について定める条

約。 

 

障害者優先調達推進法 

障害者就労施設で就労する障害者や、在宅で就業す

る障害者などの経済的な自立を進めるため、国や地方

公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサ

ービスを調達する際に、障害者就労施設などからの優

先的・積極的な購入を推進することを目的として制定

された法律。 

 

障害福祉サービス 

障害のある人が基本的人権を享有する個人としての

尊厳にふさわしい日常生活または社会活動を営むこと

ができるよう支援するもの。ホームヘルプサービスな

どの在宅介護サービス、就労へ向けての訓練や日常生

活動作を身に付けるための訓練などの支援を受ける日

中活動サービス、グループホームや入所施設などの居

住サービス。 

 

情報・意思疎通支援用具 

点字器、人工喉頭その他の障害のある人の情報収集、

情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害の

ある人が容易に使用することができ、実用性のあるも

の。 

 

自立支援協議会 

障害のある人が障害福祉サービスなどを利用しつつ、

その能力及び適性に応じ、自立した日常生活を営むこ

とができるよう相談に応じ、必要な情報の提供及び助

言を行うとともに、障害のある人に対する虐待の防止

及びその早期発見のための関係機関との連絡調整や権

利擁護のために必要な援助を行うための協議会。 

 

自立支援協議会専門部会 

地域の課題のうち、その課題に関係の深い自立支援

協議会委員により、協議すべきと判断された課題につ

いて、検討を深め課題解決に向け具体的に協働してい

く場。 

専門部会は、自立支援協議会のメンバーだけではな

く、その課題について協議するときに必要な者を含め

協議する。 

 

身体障害者福祉法 

身体障害者の更生（自立）と社会経済活動への参加

を促進すべく、必要な援助と保護を行うために、1949

年に制定された法律。総則で身体障害者の自立への努

力を提唱し、そのうえで自立および社会経済活動への

参加の機会確保について国、地方公共団体および国民

の責務を明らかにしている。 

 

身体・知的障害者相談員 

市の委託を受けて身体障害や知的障害のある人や家

族などからのさまざまな相談に応じ、更生のために必

要な指導や助言を行います。 

 

重層的支援会議 

多機関協働事業を適切かつ円滑に実施するための会

議 

 

成年後見制度 

認知、知的障害、精神障害などのために判断能力が

十分ではない人を保護するための制度。そのような人

が契約を結ぶ必要がある場合などに、本人に代わって

これらの行為を行うなどの後見的役割を務める成年後

見人等を家庭裁判所が選任することによって、その判

断能力を補うもの。 

 

早期療育 

運動面、精神面あるいは感覚面の発達が遅れている

と思われる子どもをできるだけ早く発見し、早期に治

療・訓練等などを親と関係機関が協力して行い、最大

限その子どもの発達を促していこうとする取り組み。 

 

相談支援 
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障害のある人の福祉に関する各般の問題に関して相

談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、障害福

祉サービス事業者等との連絡調整などを行うこと。 

また、障害福祉サービスを適切に利用することがで

きるよう、サービス利用計画を作成するとともに、サ

ービスの提供が確保されるよう、事業所との連絡調整

などを行うこと。 

 

 た行                      

地域生活支援コーディネーター 

地域生活を支援するためのサービス提供体制の総合

調整を図るコーディネーター。 

 

点字 

視覚障害のある人が文書を読み書きするときに用い

るもの。指先で触れて読めるように、紙面に突起した

点を縦３点、横２点で組み合わせて音を標記する文字。

文字で書かれたものを点字に改めることを点訳という。 

 

特定医療費（指定難病） 

原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる

難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を指定難病と

して、病態など一定の基準を満たす方に対して、医療

費の負担軽減のため、特定医療費（指定難病）受給者

証を交付し、医療費の自己負担部分について公費負担

を行うもの。（331 疾病） 

 

特別支援学級 

軽度の障害のある児童・生徒を教育するために、小・

中学校に設置される学級。知的障害、肢体不自由、病

弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害および自閉症・

情緒障害の児童・生徒を対象とする。定員は 8 名が標

準で、きめの細かい指導を行うことができるよう、少

人数で編制される。 

 

特別支援学校 

特別支援学校は、これまでの盲学校、聾学校、養護

学校にかわる学校として創設されたもの。対象となる

子どもたちの障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、知

的障害、肢体不自由、病弱（身体虚弱を含む。）とこれ

らの重複障害である。 

 

 な行                     

長門市障害者保健福祉推進会議 

障害のある人のための施策に関する基本的な計画お

よび障害福祉サービスなどの提供体制の確保に関する

計画の策定や推進について、協議・検討を行う会議。 

 

 は行                     

発達障害 

初期の発達過程が何らかの原因によって阻害され、

認知、言語、社会性、運動などの機能の獲得が妨げら

れた状態を「発達障害」という。知的障害、広汎性発

達障害（自閉症）、高機能広汎性発達障害（アスペルガ

ー症候群・高機能自閉症）、注意欠陥多動性障害

（AD/HD）、学習障害（LD）などがある。障害の程度

が軽く、一見普通と変わらない子どもたちを「軽度発

達障害」という。 

 

発達障害者支援法 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障

害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害

を持つ者の援助等について定めた法律。全 25 条。平

成 17 年 4 月 1 日施行 

 

バリアフリー 

障害のある人が社会生活をしていくうえで障壁（バ

リア）となるものを除去するという意味。もともとは

建築用語として登場し、段差等の物理的障壁を取り除

くことをいうことが多いが、より広く、障害のある人

の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的

な全ての障壁を除去するという意味でも用いられてい

る。 

 

ピアカウンセリング 

「ピア」とは、対等・仲間を意味し、専門職の医師
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や看護師とは違い、同じ病気で悩み・苦しみなどを経

験した患者・患者家族などが相談員（ピア・サポータ

ー）となって話を聞くため、同じ立場で気軽に話がで

き、共感しながら相談することができる。 

 

避難行動要支援者 

平成 25 年 6 月の災害対策基本法の一部改正によ

り、高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特

に配慮を要する方（要配慮者）のうち、災害発生時の

避難等に特に支援を要する方の名簿（避難行動要支援

者名簿）の作成を義務付けること等が規定された。 

 

福祉的就労 

障害などの理由で企業で働けない人のために、働く

場を提供する 福祉のこと。 こうした形で提供されて

いる就労の場は、授産施設や福祉工場、作業所 などと

呼ばれる。 

 

不当な差別的取り扱い 

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提

供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするよ

うな行為。 

 

ペアレント・プログラム 

保育士や障害児福祉事業所の職員が誰でも習得でき

るようにしたプログラム。子育てに困り感のある保護

者を対象に、子どもの問題を「行動」の観点から捉え、

保護者の認知の修正を行う。 

 

包括的支援会議 

社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 106 条の

6 の規定に基づき、地域住民の複雑化・複合化した地

域生活課題を抱える人に対する適切な支援を図るため

の会議 

 

法定雇用率 

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促

進等に関する法律」に基づき、それぞれ一定割合に相

当する数以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害

者を雇用しなければならないとされている。平成 30

年度から国、地方公共団体、一定の特殊法人は 2.5%、

県等の教育委員会は 2.4%、民間企業は 2.2%とされ

ており、さらに平成 33 年 4 月までにそれぞれ 0.1％

ずつ引き上げられることになっている。 

 

 ま行                     

民生委員・児童委員 

厚生労働大臣から委嘱され、地域における身近な相

談相手として地域住民の福祉向上のために活動してい

る。 

また、児童福祉に関する問題を専門的に担当する民

生委員・児童委員として主任児童委員がいる。 

 

 や行                     

ユニバーサルデザイン 

「すべての人のためのデザイン」を意味し、バリア

フリーの考え方をさらに発展させ、年齢や障害などに

かかわらず、あらゆる人が利用しやすいように製品や

都市、生活環境をデザインするという考え方。 

 

 ら行                     

ライフステージ 

人間が誕生してから死に至るまでの様々な過程にお

ける生活史上の各段階のこと。幼児期、児童期、青年

期、老年期等に分けられる。 

 

リハビリテーション 

障害のある人が、そのすべてのライフステージで、

社会的・経済的に普通の生活を営むことのできる状態

を保障することができるように援助し、自立と参加を

めざす障害者施策の理念。 

 

 わ行                  
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１号 会長

岡藤　靖

理事長

福田　修三

管理者

辻野　由美子

会長

上田　十太

会員

仲野　峰子

２号 医師

清水　達朗

医師

山﨑　眞弘

施設長

横山　具寛

所長

松尾　要

保健福祉総務室　主幹

河野　晃彦

３号 所長

権藤　康弘

課長

有馬　章治

課長

和田　仁

課長

山下　賢三

課長

入野　昌之

４号 障害部会運営委員

山﨑　はるえ

社会福祉士

山田　妙子

在宅福祉課長

吉岡　薫

村長

久保田欣康

知的障害者相談員

杉野　悦子

19
委託法

人
　委託相談
地域活動支援センターたけのこ村

20 公募

18 福祉 長門市社会福祉協議会

16 団体 長門市民生児童委員協議会

17

その他市長が必
要と認めた者

団体
一般社団法人
山口県社会福祉士会

14 行政 健康福祉部　子育て支援課

15 行政 健康福祉部　高齢福祉課

13 行政 健康福祉部　健康増進課

11 行政 山口県萩児童相談所

12

学識経験者又は
行政機関を代表

する者

行政 長門市教育委員会　学校教育課

9 福祉 長門福祉作業センター

10 行政 山口県長門健康福祉センター

8 福祉 障害者支援施設　湯免清風園

6 医療 長門市医師会

7

保健・医療・福
祉団体を代表す

る者

医療 長門歯科医師会

4 団体 ＫＨＪ山口県「きらら会」

5 団体
発達障がいを考える会
ブルースター

3 団体 特定非営利活動法人さざんか

1 団体 長門市身体障害者福祉協会

2

障害者団体を代
表する者

団体 長門市手をつなぐ親の会

長門市障害者保健福祉推進会議委員
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